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検査結果の大要

l1検査報告掲記事項
令和4年度決算検査報告

掲記件数 指摘金額

令和3年度決算検査報告

掲記件数 指摘金額

I

不当事項

意見表示・処置要求事項

97億円285件 265件 104億円

20件 309億円

173億円

19件

22件

327億円

処置済事項 28件 23億円

特記事項

指摘事項 計 333件 580億円 306件 455億円

随時報告

件
件

件

３
４

４

1件

国会要請 1件

特定検査状況 2件

合計 310件344件 罰“億円 455億円

(注）金額は表示単位未満を切り捨てているため、各事項の金額を集計しても計柵の金額とは一致しない。
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検査結果の大要

■ 掲記件数、指摘金額の推移
掲記件数(注）

595件

570件

455件

423件

374件

335件

248件

210件

310件

年度

平成25

26

27

28

29

30

令和元

2

3

指摘金額

2831億円

1568億円

1兆2189億円

874億円

1156億円

1002億円

297億円

2108億円

455億円

580億円4 副44

一

(注）掲記件数には、「国会及び内閣に対する報告（随時報告）」、「国会からの検査要請事項に関する報告」
及び「特定検査対象に関する検査状況」の件数も含まれている。
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検査の実績

･4年度分の計算書12万5千余冊及びそれらの証拠書類3070万余枚等(注)を受領し内容を確認
（注）これらの紙媒体の証拠書類のほか、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体により受領したものがある。

･事務、事業等の実施状況等に関する資料を徴取

･情報通信システムを活用して関係者から説明を聴取

（参考）

前年次実施率

左のうち

検査実施箇所数(B) 実施率(B/A)対象箇所数(A)

1ポイント増

37．6％ 寺－ 35．8％③(鴬需襄"方出先機関等）

②(鐡雛熟闇篝）

1,717か所4，556か所

11．4％ 1ポイント増10．2％
～

751か所6,568か所

計 11，124か所 2,468か所

(注）①及び②以外の箇所（郵便局、駅等）は、20,346か所のうち41か所において実地検査を実施しており、これらを含めた実施率は7.9％となっている。

令和5年次 令和4年次

③実地検寶施行人日数 約27,000人日ﾏ』4璋約24,600人日
4年次に引き続き、5年次の実地検査は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応等として、同感染症による検査対象機関への影響等に
配慮して実施した。
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指摘金額 、 背景金額指摘金額

背景金額とは、検査の結果法令、制度又

は行政に関し改善を必要とする事項がある

と認める場合や、政策上の問題等から事業

が進捗せず投資効果が発現していない事態

について問題を提起する場合等において、

「指摘金額」を算出することができないと

きに、その事態に関する支出額や投資額等

の全体の額を示すものです。

なお、背景金額は個別の事案ごとにその

捉え方が異なるため、金額の合計はしてい

ません。

指摘金額とは、租税や社会保険料等の徴

収不足額、工事や物品調達等に係る過大な

支出額、補助金等の過大交付額、管理が適

切に行われていない債権等の額、有効に活

用されていない資産等の額、計算書や財務

諸表等に適切に表示されていなかった資産

等の額等です。

なお、検査報告の指摘金額の総額につい

ては、「無駄遣いの総額」などと言われる

ことがありますが、上記のように様々な事

態を指摘していることから、会計検査院で

は指摘事項を説明する際に「無駄遣い」と

いう表現を用いておりません。曜讓駕駕季駄ヨシ
4Copyright@2023 Board of Audit of jaPan \



決算・国の財政の現状等状0.令和4年度一般会計年 歳 歳出度 般 入 の

令和4年度一般会計歳入歳出決算

歳出 132兆3855億円（144兆6495億円）

翌年度繰越額17兆9528億円 （22兆4272億円）

不用額 11兆3084億円 （6兆3028億円）

歳入 153兆7294億円
うち租税及印紙収入71兆1373億円

収納未済歳入額 659億円

(169兆4031億円）

（67兆0378億円）

（235億円）

■ 国の財政の現状等

旬
阜
■
■
■
■

１
０

く
１ (付

国・地方PB，

一般会計PB

及び地方PB

の推移

1 0

⑨ 丁 一

△ 10

5

‘27．8
△ 30

公△ 50

2．6

△ 70

△ 90

平成20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令fl1ﾉE2 3 ‘1 5 6 7 年睦

注(1)ー股会計PB (|国の一般会計の決筒額でみた基礎的財政収支）は本院が算出した。また、 注(3) ｢7年度黒字化目標」は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において定められた

国・地方PB (|国・地方を合わせた基礎的財政収支）及び地方PB(地方普通会計の基礎的財政 「新経済・財政再生計画」における2025年度(令和7年度）の国 地方PBの黒字化を

収支）は、令和5年7月に公表された「中長期の経済財政に関する試算」(内閣府試算)による。 目指す財政健全化のための目標である。

注(2)「2年度黒字化目標」は、「当面の財政健全化に向けた取組等について一中期財政計画一J

において掲げられた国・地方PBを2020年度伶和2年度）までに黒字化する財政健全化

のための目標である。
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O.令和4年度一般会計歳入歳出決算・国の財政の現状等年 歳 政 状国

’目標：債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す債務残高と

債務残高対

GDP比の

推移

一兆|』1） －債務幾高（左,軸) 1｣ホイント
ー 寺GDP (だ,軸) 212.#% 213,.5%
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3年度中間楯標：債務残商の対GDP比が

1 80%台前半（平成30年6j1股定）
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注(1)債務残高及び債務残高対GDP (名目GDP)比は、令和5年7月に公表された内閣府試算による。

注(2) GDP睦令和5年9月に公表された内閣府「2023年4-6月期四半期別GDP速報2次速報値（平成27年基準）」による。

注(3)「3年度中間指標」は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において設定された「進捗を管理するためのメルクマール」である。

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.41 7-41 9を参照 6copyright@2023 Boa'面of Audit of japan詞昔



1.予備費の使用等の状況 (要請） 8府省等、財務省

ゾ 要請（令和4年6月13日）された事項は、2年度コロナ関係予備費（コロナ対策予備費及び一般会計予備費
．（コロナ対策のために使用したものに限る。））のうち翌年度に繰り越した経費並びに3年度コロナ対策
予備費に関する①予備費を使用して新たに設け又は金額を追加した項の糊ﾃ状況、②予備費の使用状況、
．特に使用理由及び使用額の積算基礎の状況

ざ 参議院決算委員会は、同日の「令和2年度決算審査措置要求決議」において、国会開会中の予備費使用について
より一層の説明責任を果たすこと、予備費等の予算の執i子状況に係る透明性を向上させることなどを政府に要求

㎡ 予備費の使用決定により予算科目に配賦された予備費使用額は、当初予算等の既定予算と一体として幕Wテ
されるため、予算科目の執行状況から予備費使用相当額（予備費使用額を財源とする予算に相当する額）
を区別してその執行状況を具体的に確認することは基本的にできない

検査の

要請の
内容等

ざ コロナ関係予備費の使用決定により予算が配賦されるなどした3年度の予算科目22項47目においては、
予算科目の鞠ﾃ状況から予備費使用相当額の洲ﾃ状況を区別できるものはなかった

M8府省等は、実務上の取扱いとして、管理簿等により事業単位で予算の執行管理を行うなどしていて、
財源選択の順序の整理方法(複数ある財源のいずれから支出等を行うこととするかについての整理の方法）
等が異なるものの、予備費使用相当額の執行状況を区別できるようになっていた

噸 予備費使用相当額を他の事業へ流用（異なる予算科目（目）間における法令上の予算異動）又は目内融通
（－つの予算科目内における実務上の予算異動）している事業や、

予備費使用事項1事項に係る予備費使用相当額の全額を翌年度に繰り越している事業が見受けられた

ヅ 予備費使用決定日から年度末までの日数を超える期間等を用いて予備費使用要求額を積算している事業

（いずれの事業も予備費使用事項1事項に係る予備費使用相当額の全額を翌年度に繰越し）が見受けられた 等

検査の

結果

事業ごとに、事業予算全体の調子状況と併せて、その内訳として予備費使用相当額の執行状況を公表すること

事業ごとに財源選択の順序の整理方法等を明示すること

予備費使用相当額の流用等又は目内融通を行った場合には、その状況を丁寧に示すこと

予備費使用相当額について多額の繰越しが生じた場合、特に、予備費使用事項1事項に係る予備費使用相当額
の全額を翌年度に繰り越した場合には、事業の実施､事業予算の鞠ﾃ等に係る予備費使用決定時の想定、
繰越しに至った経緯等を丁寧に示すこと・

pan鑿 本資料は表現を-部簡略化等しているため､詳細は令和5年9月15日の公表文又は令和4年度決罰萸琴圃告の柵匿pp.304-31 1を参照 7
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1.予備費の使用等の状況（要請） 8府省等、財務省

検査の背景 予備費の「使用』（報告書P1～P8) 一》(例）●●省所管予算のために5兆円の予備費から5000億円を「使用」する場合

→

②5000億円を使用要求

膳
》し'

’
①予備費使用要求書を
作製

▽ ▽

当初予算3000億円では
予算が足りない
あと5000億円が必要

窪
檸
迦

顧塞評》
窄
癖
議
定

、
贄

請
決

し
備

議
議

査
予

閣
閣 等｡溌謝

算残額減

I話窒Inm I榧

予算残額
× 財務省所管予算を直接の財源として

支出（現金の支払）すること

｡・・省に予算を追加配賦すること

皮璽I ■屋

⑤閣議決定
（予備費の使用決定）

‐-..‘ﾛﾛﾛﾛ■■■■ 一・'--‐，－－

｜令和2年度決算審査措置要求決議
政府は、国会開会中に使用決定した各経費の

予見可能性や緊急性の観点、平成19年の閣議

|蕊鰯雲こ至躍謡耀鰐茎すべき

''謡慧麿軍駕鶚蕊愚予偏賓制度湊頁委員会参議院
の趣旨に沿って、適切な使用に努めるべき

~一一 一一一

|日本国憲法第87条第1項
予見し難い予算の不足に充てるため､国会の議決に基いて予備費を設け、
内閣の責任でこれを支出することができる

’

｜「予備費の使用等について」（昭和29年閣議決定最終改正平成19年)第3項
国会閏会中は･･･次に掲げる経費を除き、予備費の使用は行なわない ｰ一‘､~"~’ ､~、ー~′′巨一轡'…＝'一~~~『~’ー＝‐ー －r pL－

③予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費，令和元年度決算審査措置要求決議 ，鑑Ⅲ』ふ参議腸
|令和2,3両年度予算総則 ｜ 政府は、．､ ､日本国憲法等で定める予備費制度 決算委員書
新型コロナウイルス感染症対策予備黄は、…同感染症に係る緊急を要する の趣旨に沿って、適切な使用に努めるべき
経費以外には使用しない

Copyfight@2023 8oardofAud髄｡f Japan燕 本資料は表現を一部簡略化等しているため､詳細は令和5年9月15日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.304-31 1を参照 8
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(各省各庁の長）

財務省
(財務大臣）



1.予備費の使用等の状況（要請） 8府省等、財務省

検査の背景 予備費使用額を財源とする予算の執行（報告書P8～P11)

(例）予備費5000億円の使用決定により予算が配賦された●●省所管の予算科目等の場合

（所管）●●省 予備費の使用決定による予算5000億円の配賦
予算科目A ■ (単位：億円）

１
１

１
１

歳出③
予算額

前年度② 予備費
科目

繰越額 便困邇

(項）△△費
（目）◇◇補助金

3000
Q■■■

Ｆ
予
算
”
流
用

▲ ．

’
予備費使用額を財源とする予算I式 予算科目において流用等増減額に含まれる
当初予算等の既定予算と一体として執行予備費使用相当額を

区別することも基本的に
できない

(所管）●●省
予算科目B

不用額）を区別することは基本的にできない

｜
’

マ

流用等
増△逓顕

下
｜
’

翌年度

繰越額鬮霊
予備費
使用額

移琶

増△減額
歳出
予算額

支出済額予算現額 不用額

｜‐’
〃

500 1500 500 500 5001000
ー■■■■1－

委託賀

一一 一 一一一一U■－－0■ 一 一一一一

画Lll令和2年度決算審査措置要求決議
決算書の執行額は、・・財源別に区分して導材子されて

、，一丸J，→ R一令、へ ＝陸＝一口÷2店 し’ 七斗必＝＊舌へ司．＝…+塵÷＝

｢予備費の使用等について」（昭和29年閣議決定）第4項

予備費を使用した金額については、これをその目的の費途 決算害の執行額は、…財源別に区分して導材ﾃされて

以外に支出してはならない いないことから、予備費を財源とした郭ﾃ額のみを把握する ‐二L:一一一●
参議院

ことができず必要な検証を行うことが困難なものもある 決算委員会
政府は、…情報開示の在り方について検討を行い、予算の

菊卿子状況に係る透明性を向上させるべき
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1.予備費の使用等の状況（要請） 8府省等、財務省

｢事業」を単位とした予算の執行管理等（報告書P24～36、P52～54)濯鰯繕栗1

使用決定により予算が配賦されるなどした3年度の予算科目22項47目においては、予備費使用相当額の鞠ﾃ状況を区別できるものはなかった

8府省等は、実務上の取扱いとして、事業を単位として予算の執行管理等を実施・予備費の使用要求を検討等

事業予算の謝子管理等は事業担当部局が管理簿（表計算ソフト等で作成した帳簿）等により実施

ヅ
ザ

2年度コロナ関係予備費 3年度コロナ対策予備費

， 畢
純計7晦筆56事業|＝7府省等37事業十4臓省26事業

｢目的の費途」以外に
支出されないように
管理されているか

予備費使用相当額の執行状況を
区別できるようになっているか

予算鯛額が予備費'事項のみ ‐→事業単位で◎

鯛予算現額が複数財源
→14臓省15事業|予霞灘護麗駕麓

-12省''事業|③経貫区分の予算現額が予備愛'事項のみ→経費区分単位でo

→|ﾕ府省3事業|･経貢区分の予算現額が複数財源一→経責区分単位で。

H，省'事蕊｜・複数ある経費区分の一部が。一一→経費区分単位で◎

→砺省箸33雲|予密鍾磯2瀬鰯蕊----→事業単位で◎

事業予算の辮ﾃ状況そのままで◎

4府省15事業

経費区分の鞠ﾃ状況そのままでO

財源選択の順序の整理が必要

甘鴬鱸|蝋‘｜，省'事業｜補正予算優先
嘩財源選択の順亨の整理により｡

2省11事業
ー

2府省3事業

1省1事業

ー

(注）公表資料では、事業ごとの予備費使用相当額の尋脚ﾃ状況、財源選択の順序の整理方法等は明らかになっていない

事後検証に
より一層
資するには．

所見ア 事蒙置,とに、事業予算全体鰯執編競況と儲せて、そい内訳として予編費使嬬相当”執擶状認憲蛾壷するこ,と

’ 所見イ 事崇ごとに鰄潭望銅鋤順序…狗法篝竃鴫示すること

C|opyright@2023 Board of AUd,舵'｡f japan蕪 本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和5年9月15日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要p p.3 0443 1 1を参照10

流用等個
増△減額
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■■■

予算現額
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7500

支出済額

5000

翌年度

裡越麺

2000

不用額

500

予備費使用相当額の執行状況の区別の可否



1.予備費の使用等の状況（要請） 8府省等、財務省

横薗鰯繕崇副｜事業別の予算の執行状況（報告書P36～54)

2年度コロナ関係予備費

34事項予備費使用額7兆9819億円

使用決定により予算が配賦されるなど
した予算科目において翌年度繰越額を
計上しているもの

予備費使用事項1事項に係る予備費使用相当額の

全額を翌年度に繰り越していたもの恩 寺

2年度：6府省等14事業
7府省等37事業 十 目内融通(注)：1省1事業

J
Y

7府省等38事業
｜‐

田

0

’
うち7府省等27事業で

予備費使用相当額の繰越し

（翌年度繰越額4兆7964億円） 雪
ける

⑳徽芦／

異なる予算科目(目)間にお
法令上の予算異動

科目内
算異動

一つの予算

実務上の予

における

4府省26事業 十 7府省等27事業 十 目内融通(注)：1省1事業 他の事業へ予備費使用相当額の流用又は目内融通

を行っていたもの
ソ

純計7府省等50事業

予備費使用相当額 支出済額
(注）

予備費使用決定に
よる予算の配賦を
受けていない事業
への目内融通

2年度；1省1事業
3年度？1省1事業

件）翌年度經越額 不用額
3年度：流用

9兆4149億円 8兆2335億円

－

うち2年度コロナ関係予備費（繰越分）

うち3年度コロナ対策予備費

7282億円 4532億円
1省1事業（1 件）

目内融通
:4兆7964億円

:4兆6185億円 1省2事業（2イ牛）

所見ウ

事後検証に
より一層
資するには

当初に予備費の使用決定により予算が配賦さ謝碇事業とは別鰯事業へ予備郵使隠椙当額晒篭隔篝叉は

目内融通遼行つだ場合には、毛鯉概認磁丁寧に添諭廷と

Copyright@2023 Board of Audit of japan霧 本資料は表現を-部簡瑠上等しているため､詳細は令和5年9月15日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.304-31 1を参照11

1.予備費の使用等の状況（要請） 8府省等、財務省

予備費の使用状況に係る検査の対象 (報告書P54)

2年度コロナ関係予備費34事項のうち予備費使用相当額の繰越しがあったもの

f駕麓鱸雲麓蕊震識:灌鬮
コロナ関係予備費 41事項

(純計7府省等49事業､予備費使用額10兆7089億円）

検萱湖騰農栗副｜予備費の使用理由の状況(報告書P56~59)

予備費使用相当額の執行

一
連
の
手
続

事
業
実
施
準
備
等

支
出
負
担
行
為

予
算
の
配
賦

卜 卜

支
出

支出色帽行為の時期

予備費は「緊急な経費」「緊急を要する経費」
以外には使用しない

ロ劃予算は遅くとも支出負掴ﾃ為時までに確保されている必要

印.穰霧蕊:鱒蕊麗簾濟麓誕
4府省28事業は、支出負担行為の時期が使用決定日より
1月以上後となっていた

ユ
説明を徴したところ、

3府省15事業は、支出負担行為の実際の時期が
使用決定時の想定より1月以上後となったとしていた

予備費は

「予見し難い予算の不足」
に充てる

÷
説明を徴したところ、

ザ2省2事業は
流用等を受けた上で
なお不足する額を要求

ヅ7府省等47事業は
流用等を受けられず
不足額の全額を要求

予備費は
「予見し難い予算の不足」

に充てる

一
説明を徴したところ、

ザ政策パッケージにおいて事業を
実施等することとなった

ザ感染状況を踏まえて事業実施
期間を延長することになった

など

(13ページ参照）
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流用・目内融通の状況

流用
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1.予備費の使用等の状況（要請） 8府省等、財務省

検査噸結果41予備費使用額の積算基礎の状況(報雷書P60~67)

|予算単年度主義 ’
積算対象期間の状況国会における予算の礒決は

毎会計年度(4月1日～翌年3月31日）

行う

÷
予備費使用要求額等の積算は 仲
予備費使用額を年度内に執行する

ことを前提として
年度内の支出見込額に基づいて
行われる必要

予備費使用事項1事項に係る
予備費使用相当額の全額を
翌年度に繰り越していたもの

予備費使用事項1事項に係る
予備費使用相当額の全額を繰越し

予備費使用決定日（3年3月23日）から年度末(3年3月31日）

までの日数を超える期間等を用いていた

積算対象期間の例

・3年3月8日から4月21日まで ・240日 ・12か月 など

2年度16府省等14事業

3年度：2府省 4事業

(11ページ再掲） 2府省(注)の説明 (注）5年4月1日以降はこども家庭庁を含む

要求時には年度内に事業完了を想定

積算は年度内の支出貝込額に基づく

積算対象期間は飽くまで年度内に要する経費の規模を
算出するために用いたもの

ず
げ

ザ

積算根拠資料の提出を求めるなどして

予備費使用要求額篝の積算の状況についてみたところP
7府省等49事業（予備費使用事項41事項）の

5府省14事業（同16事項）については積算対象期間が示されていた

＊2府省が年度末までの短期闇でどのように事業を完了
することを想定していたのかなどについても確認したが、

その内容は判然としなかった

所見工｜

事業予算の執行の結果、予備費使用相当額について多額の繰越しが

生じた場合、糖に、予績露漉用寧項1事項に編悪予編震使嬬相当顕

峨全顕竃翌年度'に繰'卿越した場合には、事業の実施、事業予算の

執iﾃ等に係る予備賀使翻決定､銅想定鋤繰越胸|に至った縫緯篝奄

1F寧に示すこと

予備費は国会による事前議決の原則の例外

積算は予算単年度主義に基づき年度内の支出見込額に
基づいて行われる必要 など

一

イ
ヅ

予砺費使用相当額の繰越しの状況については、予備費使用決定

時の想定も含めて十分な説明が求められると考えられる

Copyright@2023 Board of AUdit ofjapan蕪 本資料は表現を一部簡略化等しているため､詳細は令和5年9月15日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.304-31 1を参照13
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馨次のページをご覧ください。
I
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繰越しの状況



2.持続化給付金の申告状況等（特定） 国税庁

鰔 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金（持続化給付金）は、新型コロナウィルス感染症の感染
拡大による影響を緩和するために、国が個人や法人に対して支給している給付金等のうち最大規模の支援策

砿 令和2年度の支出件数424万件、支出済額計5兆5417億円、うち持続化給付金を受給した個人事業者は281万人
（2年12月までに受給した個人事業者は263万人）

〆 今後も災害、感染症の発生や社会経済情勢の変動等に伴い、持続化給付金の給付事業と同様に受給者数が膨大な
給付事業等が実施されることも考えられる

検査の

背景

統計的な手法を用いて無作為に抽出した11,000人のうち、2年分所得税申告データが確認できた8,903人の
所得税確定申告書の収入金額の状況をみたところ、収入金額が持続化給付金の受給額未満となっていて、
持続化給付金が収入計上されていないと思料される者が428人
（2年分所得税申告者8,903人に占める割合4.8％・持続化給付金受給額計3億8418万円）

上記の11,000人において見受けられた状況は、持続化給付金を受給した263万人の個人事業者についても
同様の傾向にあると推定

国税通則法に基づく協力要請により支給庁(中小企業庁）に対して行った持続化給付金の給付実績の照会実績は、
国税局によって区々（3，4両年度の合計が1,000件を超えるところがある一方で、数十件や全くないところもある）
となっており、また、国税庁は給付実績の照会に係る活用効果については把握していない

8年度から運用予定の次世代システムでは、データ化する情報を拡充して、納税者から申告された情報と国税当局
が保有する情報とのデータマッチングを効率的、効果的に実施することが可能になるとしているが、国税通則法に
基づく照会手続については、データの取得に当たって支給庁との調整が必要になること、予算の制約があること
などの各種制約から、活用効果を考慮して効果的、効率的に取り組むとしており、持続化給付金のような
受給者数が膨大な給付金等の給付実續に係るデータと申告された内容をシステム上でマッチングするための具体的
な体制整備についての検討は行われていない

1

検査の
状況

2

3

瀞引き続き納税者に対して適正な申告が行われるよう周知等すること(検査の状況1） 、

ざ 給付金等の収入に関して納税者に適正な申告を促すこと、給付金等の収入計上の有無を効果的に確認することに
ついて、現行の申告審理等や照会手続の中でより効果的な方策を検討すること（検査の状況2）

,′税務行政のﾃｼﾀﾙ・トラシスフオーメーショシにおける課税の効率化､高度化等に係る中長期的な取組の中で
検討すること（検査の状況3）

所見

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.31 5-321を参照 15Copynght@2023 Board of Audit of japan #

’
(特定）2.持続化給付金の申告状況等 国税庁

検査の背景 持続化給付金及び所得税申告の概要

中小企業庁は、令和2年度に、新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けているフリーランスを含む個人事業者及び
法人に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするためとして、事業全般に広く使える新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化
給付金（持続化給付金）を支給（収入が前年同月比50％以上減少した事業者に支給。個人事業者の上限100万円、法人の上限200万円）

持続化給付金の令和2年度の支出件数は424万件（支出済額は計5兆5417億円）。 うち、個人事業者は281万人（全体の2/3）

個人事業者は、所得税の申告に当たり、持続化給付金の受給額を、事業所得、雑所得又は一時所得として収入計上
（ただし、総収入金額より必要経費の方が多ければ、申告義務は生じない）

険査職況1|｜持続化給付金を受給した個人事業者の所得税の申告状況等
11,000人のうち、令和2年分の所得税の
申告が確認できた個人事業者数8,903人令和2年度に持続化給付金を個人事業者

281万人に支給

うち、令和Z年12月末までに
受給した個人事業者263万人
に係る受給データを提出

＜中小企業庁＞

■謹鍵擢臺｜蕊織：」ず辿一できず
持続化給付金が収入計上されていない
と思料される個人事業者数 428人

当調固人事業者が受給した
持続化給付金の額 3億8418万円

無作為抽出した11,000人において
見受けられた状況は、持続化給付金
を受給した263万人の個人事業者に
ついても同様の傾向にあると推定

無作為抽出した11,000人に係る
受給データと所得税申告データ
を突合するなどの方法により、
所得税の確定申告における
持続化給付金の収入計上の状況
を確認

個人事業者263万人に係る受給
データの中から、統計的な手法
を用いて1 1,000人を無作為抽出

<会計検査院＞

\
会計検査院が無作為抽出した
11‘000人の所得税申告データを
提出

申告された収入金額
が持続化給付金の
受給額を下回って
いるもの

＜国税庁＞

引毒続き納税壱に対して適正蹴申告狗t行鞠蜘愚よう周知等すること

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.31 5-321を参照 16Copyright@2023 Board of AUdit of japan "



2.持続化給付金の申告状況等（特定） 国税庁

…犠潔Z 国税庁における持続化給付金に係る資料収集の状況 挨迩卿癖副||国税庁におけるデジタル・トランスフオーメーションの取組状況喋画緬藏3

、

ユ／
一 －

申告漏れ等の
蓋然性力檮い
など、課税上
の問題がある
と認められる
場合に照会を
行っていた

、

ノ、

ところがある

一方で、数十
件や全くない
ところもある ｜

出典ノ、

‘（注）件数には、家賃支援給付金に係る照会の件数を含んでいる

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.31 5-321を参照 17Copyright@2023 8oard ofAudit of japan嚢ミ

鷺次のページをご覧ください。
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国税局等

札幌国税局

仙台国税局

関東信越国税局

東京国税局

金沢国税局

名古屋国税局

大阪国税局

広島国税局

高松国税局

福岡国税局

熊本国税局

沖縄国税事務所

計

120

0

6

0

0

0

1,419

2,736

8

2

0

0

4,291

5

0

55

551

0

30

237

5

6

22

0

1

912

125

0

61

551

0

30

1,656

2,741

14

24

0

1

5,203

3年度 ･4年度 計

税務行政のデジタル・トランスフォーメーション

利用者目線の撤底 万全なセキュリティの確保 薬務改革（BPR)の徹底

税務行政の将来像2．0．

lCT社会への

的碗牡対応

頃届手蜘
痩本晦牡
デジタル化

＝

あらゆる撹猜手篭
漉圃■に行かず
にて唐墨歴

｜申告内容の自動ﾁｪｯｸ’’

AI・データ分析の活用

Web会猫システム等の活用

照会等のｵﾝﾗｲﾝ化 I

I■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■

■鎧麺への対電

’
鯛貝癖正哩付
帯への鈍庵

甲告・甲明野の簡便化

自己傭鰡のオンライン砿鱈

チヤットポットの充実葬

プッシュ型の愉鰡配憧

システム潟度化と人材阿成 内部砺鰐の果靭処理 関係機関との運鵬・協凋

国税庁は､国税通則法に基づく照会手続については､データの取得に当たって

支給庁との調整が必要になること、予算の制約があるなどの各種制約から、

活用効果を考慮して効果的、効率的に取り組むとしており、持続化給付金の

ような受給者数が膨大な給付金等の給付実績に係るデータと申告された内容を

システム上でマッチングするための具体的な体制整備についての検討は

行われていない

国税通則法に基づく協力要請により支給庁（中小企業庁）に対して行った

持続化給付金の給付実績の照会実纏は、国税局によって区々となっており、

また、国税庁は給付実網の照会に係る活用効果については把握していない

_駈副説謡う函麺ﾃ讓鋤ﾚ･卜‘ﾗｼ厩ﾌ謝一蝋4=ｼｮﾝに識織る
議離鰹鋤宰化瑚眉度維等に露悪卿屋期醐撤蹴組鰯中爾険跡すること

所見｜給付金等の収入に関して紬識者i垂蹴厚告種促すこ,と、
織赫鑑碧蝉靭乳馳世鯉祷嬬遼効築醐に砿霊することに劃W瞳、

現行の申告審理等や照会手続の中でよ働効県的獄方策程撰討すること



株式会社日本政策金融公庫

株式会社商工組合中央金庫3.日本政策金融公庫等が実施した新型コロナ特別貸付等の状況（特定）

(株)日本政策金融公庫（日本公庫）、㈱商工組合中央金庫（商工中金）等は新型コロナ関連資金繰り支援を実施

新型コロナ関連資金繰り支援の令和5年3月末までの日本公庫、商工中金等による主な貸付け実績は131万件21兆円

このうち①日本公庫の中小企業者（主として小規模事業者）に対する新型コロナ特別貸付〔国民生活事業における貸付け〕
②日本公庫の中小企業者に対する新型コロナ特別貸付〔中小企業事業における貸付け〕及び③商工中金の中小企業者に
対する危機対応貸付けの三つ（新型コロナ特別貸付等）で118万件19兆円（全体の90％に相当）

新型コロナ特別貸付等は遇斉開始時期を迎えるものが集中する時期を経過し、その元利金の返済が本格化

新型コロナウイルス関連による中小企業者等の倒産件数が増加

ザ
ざ

イ

検査の
背景

蔽
訟

新型コロナ特別貸付等の4年度末時点の貸付残高は全体で989,267件14兆3085億円となっている

完済されたものの中には、他の貸付けに借り換えることによって完済されたものが相当数含まれていると思料
新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権の償却（4年度末まで）は全体で7‘291件697億円、リスク管理債権（4年度末）
の額は全体で8785億円、新型コロナ特別貸付に係る部分直接償却(注)実施額（4年度末）は1246億円

（注）回収不可能等と判断された資産について税務上の直接償却を満たしていない場合に貸倒引当金の計土に代えて貸倒償却をする方法

緩和措置の下における貸付申込先の状況把握の適正性を担保するための取組についてみると、日本公庫の
国民生活事業において､貸付申込先の状況把握が十分行われたことが確認できないものがあった

貸付債権の管理の状況をみると、日本公庫の国民生活事業において、債務者の財務状況等を決算書等により
定期的に把握することとしていない一方、債務者フオローアップや早期改善支援は実施

貸付債権の全額について回収の見込みがないなどと認められるときに行う償却について、債務者の生活状況が
困窮状況にあるという償却事由の根拠となる事実が十分に把握されていないまま償却を決定したものがあった

1

検査の
状況

2

3

ザ 日本公庫及び商工中金において、新型コロナ特別貸付等及びその借換後の貸付債権について、引き続き、

債務者の状況把握等を適切に実施等すること（検査の状況1）

ず 日本公庫の国民生活事業において、今後の非常時に関係省庁の要請を踏まえるなどして緩和措置を設ける場合、緩和措置の
下における貸付申込先の状況把握の適正性を担保するための取組がより適切に行われるよう努めること（検査の状況2）

ツ 日本公庫の国民生活事業において、債務者の状況把握及び当該状況に応じた支援に係る取組を引き続き適切に実施等
するとともに、外部に委託して調査した結果に基づき債務者の生活困窮を事由として償却を決定した貸付債権について

改めて償却を決定した根拠を検証し、必要な対応を執ること（検査の状況3）

uditofjapan蕪 本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.375-404を参照 19
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株式会社日本政策金融公庫

株式会針商工緬合中央金庫
3.日本政策金融公庫等が実施した新型コロナ特別貸付等の状況（特定）

検査の背景 <図1目資金繰り支援の流れに関する概念図＞

1 ｜｜…I ’国 昆間金融概関(株)日本政策金融公庫（日本公庫）、（株）

商工組合中央金庫（商工中金）等は、令和

2年3月以降、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の影響により一時的に業況が悪化

している中小企業者等に対して資金繰り支援

（貸付け、信用保証、利子補給）を実施

【図1の①1～3】

国は、日本公庫等に対して財政援助を行う

【図1の②】とともに、事業者の資金需要

に迅速に対応できるように、審査の簡素化・

迅速化に取り組むことなどを要請

今回の検査対象となる新型コロナ特別貸付等

（要件を満たす対象者に対しては実質無利子

・無担保融資となる）は、返済開始時期を

迎えるものが集中する時期を経過し、5年9月

末時点で既に元利金の返済が本格化（これに

対し、民間金融機関による実質無利子・

無担保の融資（民間ゼロゼロ融資）は、

6年度前半にも到来予定）【図2】

同

貸付け
腰件を満たす

16兆5178億円

10兆9568億円

4兆4338億円

②財政援助 貸付け

出琶金

補助金

こは民間

ゼロ融資）①支援－2

|’日本公庫、商工中金等

①支援－3利子補給6959億円’

＞

叫
①支媛一ユ 貸付け 21兆8748億円

(注）19兆4365億円型コロナ特別うち 1

(要件を満たす者には実質無利子・無担保融資）

I 中小企業者等

(注)①日本公庫の中小企業者（主として小規模事業者）に対する新型コロナ特別貸付〔国民生活事業における貸付け〕
②日本公庫の中小企業者に対する新型コロナ特別貸付〔中小企紫事業における貸付け〕及び
③商工中金の中小企業者に対する危機対応貸付けの三つ

く図2：新型コロナ特別貸付等及び民間ゼロゼロ融資の返済開始時期＞
《弁》

■｡｡｡｡｡

アロ由⑥｡｡

"◆ロロ○

垂。｡｡｡｡

幻｡G○回○

も向剴0．．
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で｡■｡⑥⑥

｡
令麺室一

は、

、 5年9月

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.371404を参照 20Copyright@2023 Board of Audit of japan \



株式会社日本政策金融公庫

株式会社商工組合中央金庫
3.日本政策金融公庫等が実施した新型コロナ特別貸付等の状況（特定）

|撰壹噸概況1‐Ⅲ 新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権の状況

く令和4年度末時点における新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権の I｜鑿繍善篭議繕蕊D状況＞

一
一 その一方で令和4年度末までの貸付実績

1,187,201件 19兆4365億円
①償却（貸付債権の全額について回収の見込みがない

などと認められるときに行う）金額は697億円

償却した貸付債権の件数及び金額は、いずれも年々増加
<4年度末時点の状況〉

｜
①償却

7,291件697億円
貸付残高

989,267件14兆3085億円
②条件変更（返済期間や据置期間の延長、月々の返済額の

減額により、貸付条件を緩和すること）中の貸付債権の

残高は、いずれも3，4両年度末の金額が前年度末から
大幅に増加

③延滞等（元利金支払の延滞及び事業者の破綻）に

至っている貸付債権の残高は、いずれも3，4両年度末の
金額が前年度末から大幅に増加

②条件変更中
53'921件6654億円

<元金返済等の状況〉

i く元金返済中
670,141件
7兆5665億円

据置期間中
254‘399件
5兆9576億円

③延滞等、
11,651件1195億円

④リスク管理債権の額は8785億円で、日本公庫の

国民生活事業及び中小企業事業では増加し、
事業全体のリスク管理債権の額も増加

守
４
６
０
０
０
０
９
９
日<リスク管理債権等の状測4年度末時点の

貸倒引当金

2879個円 卜

1
⑤4年度末における部分直接償却（回収不可能又は無価値

と判断された資産について税務上の直接償却を満たして
いない場合に貸倒引当金の計上に代えて貸倒償却をする

方法）実施額は1246億円

<リスク管理債櫓の内訳〉

十
醜産璽生債権及び

これらに準ずる債槽
124億円

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.375-404を参照 21Copyright@2023 Board of Audit of japan ":

株式会社日本政策金融公庫

株式会社商工組合中央金庫
3.日本政策金融公庫等が実施した新型コロナ特別貸付等の状況（特定）

検査剛概況迦一副｜償却､条件変更､延滞等、リスク管理債権の状況一

く①新型コロナ特別貸付等に係る償却金額の推移＞ ＜②新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権
〔侭円〕

(条件変更）残高の推移＞

）

円
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償却金額が年々増加

9

Z1
金

令和元年度 之年度 3年度 4年度 令和Z年度末 3年度末 4年度末
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＜③新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権（延滞等）残高の推移＞ ＜④新型コロナ特別貸付等に係るリスク管理債権の額の推移＞
。 ｢
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~所見弓|｜
日本剛對室及び商工中金において噸

適切'に実施等すること

新型コロナ特別貫徹認びそ心華後鋤貸付債権について、割き驍吉、惰務者伽號溌悪渥等糧

、 Copyright@2023 Board ofAudit of Japan # 本資料は表現を一部簡略化等しているため、講田は令和4年度決算検査報告の概要pp,375-404を参照 22

④リスク管理債権

⑤部分直接償却正常債権
13兆5064億円

〆

要曽理債権
4929億円

危険債権
3731億円



株式会社日本政策金融公庫

株式会社商工組合中央金庫
3.日本政策金融公庫等が実施した新型コロナ特別貸付等の状況（特定）

|鑓噸號認型|新型ｺﾛﾅ特別貸付等の審査手続において
設けられた緩和措置等の実施状況

|検査"状潔引新型ｺﾛﾅ特別貸付等に係る貸付債権の管理の状況

審査手続における書類徴求の簡素化について、日本公庫の
国民隼活事業では、貸付先が資金繰り表、最新決算期後の
試算表等の書類を作成しないことが多いことから、
これらの書類の徴求を省略するなどの措置（緩和措置）を
全国的に幅広く実施

緩和措置の下において、貸付けの認定根拠を貸付関係書類
の所定の欄に詳細かつ具体的に記録するとともに、
貸付申込先の当面の資金繰り状況等について確認し、
その内容を貸付関係書類の適宜の欄に記載

日本公庫の国民生活事業において、膨大な数の貸付債権を管理
していることから、債務者の財務状況等を決算書等により定期的

に把握することとしておらず、条件変更を実施した場合等にその

把握を実施

他方、2年9月以降、債務者フオローアツプや早期改善支援を実施

債務者の破綻等により貸付債権の全額について回収の見込みが

ないなどと認められるときは償却を行うこととしており、
その償却の決定の判断は慎重に実施

国民隼活事業では、貸付先が資金繰り表、最新決算期後の
試算表等の書類を作成しないことが多いことから、
これらの書類の徴求を省略するなどの措置（緩和措置）を
全国的に幅広く実施

・緩和措置の下において、貸付けの認定根拠を貸付関係書類
の所定の欄に詳細かつ具体的に記録するとともに、
壷砕一&司生へ哩壼へ＝今堂晶hいき画竺1－へ『、宇痙登刃I

号_囚L
マ

外部に委託して債務者の生活状況を調査していた貸付債権の償却に
おいて、債務者の生活状況が困窮状況にあるという償却事由の
根拠となる事実が十分に把握されていないまま償却が決定されて

いた事態が30件
（貸付金額3億3561万円に対する償却金額3億3504万円）

貸付申込先の状況把握が十分行われたことが確認できない
事態が59件（貸付金額5億8966万円）。具体的には、

・貸付関係書類の所定の欄に認定根拠が十分に記録
されていなかった

・貸付関係書類に貸付申込先の資金繰り状況の現況を
確認した旨の具体的な記載がないなどしていた

所見可’
一司 り

所見｜｜
lﾛ

日本盤庫の国民生活事業におし$ても債醗者鯛犠鰯醒瞬ぴ

当該祇況に応悩た支燭に係る廟総葱割営削続き麹馴に実施等
するととちに、外部調査に基裁き生活困窮の事由で償却L眠た

貸付債権につい定職峨冠償却渥洪定胆た根拠蝋証心、
必霊獺剥臓遼執感こと

日本公庫の国民生活事業において．争後鰯非常時に

関係省庁の要請を踏まえるなどして緩和措置を設ける

壕合"緩和措置の下における貸揃申趣先咽犠細図唾
満涯撚嘘掴曝す悪ため伽睡加よ卿適切に#制副瓢愚’
よう努め園こと

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.37 5 -4" を参照 23Copy(9ht@2023 Board of Audit of jaPan W:

〆

冷
鴬
《

次のページをご覧ください。

24
Copynght@2023 Board ofAudit of japan \



厚生労働本省

5億8653万円(指摘金額）
4.次世代シークエンサーの使用状況（意見表示）

J 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）で実施する感染症検査機関等
設備整備事業において､新型コロナｳｲﾙｽ感染症の検査体制を整備することを目的として、
次世代シークエンサー等の整備費を都道府県に対して補助

〆 次世代シークエンサーは、都道府県等の地方衛生研究所のほか、民間検査樋関（民間の換杳会社、
大学及び医療機関）に整備

＞ 感染経路の特定や変異株の発生動向の監視等のため、新型コロナウイルスの全ゲノム解析に使用

ゾ 交付要綱等によれば、民間検査機関では、「都道府県等が感染症法(調に基づく行政検査の依頼を行った
場合に、休日等問わず迅速かつ確実に検査が実施されるための体制が確保されていることが必要」

（注)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

事業の

概要

＃′厚生労働省に確認したところ、事業の目的である「検査体制を整備すること」とは「感染症法の規定により
都道府県等が行う検査（行政検査）の体制強化」

ず 令和2，3両年度に18道府県が整備した次世代シークエンサー63台（交付金交付額13億9672万円）のうち
8道府県が20民間検査機関に整備した21台（交付金交付額5億8653万円）は、事業の目的に沿って行政検査に
使用されたこどが-度もない状況

＞‘20民間検査機関は、自施設における検査体制整備のため、将来的に行政検査の依頼があると想定していた

ためとして次世代シークエンサーを整備していたが、整備時点において、道府県等との間で、道府県等
から依頼を受けて迅速かつ確実に行政検査を実施するために必要な検討が行われていなかった

＞8道府県は、20民間検査機関に次世代シークエンサーを整備したのに、整備した時点から行政検杳春全く
依頼していなかった

凄‘8道府県は、交付要綱等における記載が必ずしも明確とはなっていないことから、依頼を受けて迅速かつ
確実に行政検査を実施するために必要な検討が行われていない民間検査機関につい七も同事業により
次世代シークエンサーを整備することができると認識するなど、事業の目的に対する理解が不十分

検査の

結果

イ 今後、次世代シークエンサーが有効に使用されるなどするよう、厚生労働省において、

する ・都道府県に対して､事業の目的について再度周知した上で､民間検査機関に整備した
次世代シークエンサーが目的に沿って使用されるよう検討させること

・検討の結果、事業の目的に沿って使用される見込みのない次世代シークエンサーがある場合は、
都道府県に対して、速やかに財産処分の手続を行うなどの措置をとるよう指導

8.aは｡fAuditof japan難 本資料は表現を一部簡略化等しているため､詳細は令和5年10月17日の公崖文又は令和4年度決算検査報告の概要Pp.1 72-1 73を参照 25

表示する

意見

Copyright、2023

厚生労働本省

5億8653万円(指摘金額）
4.次世代シークエンサーの使用状況（意見表示）

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）（感染症検査機関等殿価整備事業）による次世代シークエンサーの整備

界

｛ ＞感染症検査機関等設備整備事業の目的は、
今 ‐

新型コロナウイルス感染症の検査体制を整備すること
ｹﾉﾑ解析の実施要請-ロ－ 4交付金の交付

且
一

＞厚生労働省は感染症法に基づく新型コロナウイルスの

全ゲノム解析の実施を都道府県等に要請

畢補助金の交付全ｹﾉﾑ解析の依頼室ロー崩助金の交付〉全ｹﾉﾑ解析に必要な調庸として、

]I
次世代シークエンサーを都道府県等の地方衛生研究所

I 民間検査機関に整備
ウイルスの変異を検出

横萱湖曜澤

(一度も使用されていない要因）

道府県等と民間検査機関との間で、道府県等から依頼を受けて迅速かつ

確実に行政検査を実施するために必要な検認が行われず

道府県において、整備した時点から行政検査を全く依頼せず

交付要綱等における記戴が必ずしも明確とはなっていないことから、

道府県において、事業の目的に対する理解が不十分

’
今後、撫世騰誹一銅ヱ豐伊織一約f有効に使用さ揃愚職瞳する,よう、厚生労働省に鎧いて、

”都道府県に対,して、事業姻目卿に。恥祗再度周知|した上だ、民間検査機関に整備した次僅識シータエンザー纈自鋤に識｡而
便用さ拠るよう検討させるこ,と

．検討の結果〈事業幻眉鈎に沿って疲踊さ緬憲,見込み鰯錘脳1旗世㈹劃一脚エン制一がある場合は、都道府県に対して、連やがに
財産“鰯学祷蒄行う趣ど緬揖冒壱とるよう指導

Copyright@2023 8oard ofAudit of Japan霧 本資料は表現を一部簡略化等しているため詳細は令和5年10月17日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.1 72-1 73を参照 26

厚 生 労 働 省

都 道 府 県(地方衛生研究所）

市

(地方衛生研究所・保健所等）

民間検査機関

(民間検査会社・大学・医療槻関）

、
冒業主体

台数

交付金交付額

整備先

令和2，3両年度に整備した次世代シークエンサー

(検査対象）
うち事業の目的に沿って一屋

右使用されていないもの

18週行県

63台

13億9672万円

18道府県等、
27民間検査機関

8道府県

11台

5億8653万円

'0民間検査機関

表示する意見



’
(独）中小企業基盤整備機構

5億8226万円(指摘金額）
5.持続化補助事業において概算払された事業費の返還（処置済）

イ 機構は、小規模事業者等の販路開拓、設備投資等の支援を行う生産性革命事業の一つとして、

牛産性向上に資する経営計画を作成し、販路開拓等に取り組む小規模事業者等に対して、

小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）を交付する事業（持続化補助事業）を実施

r 持続化補助事業は、一般型のほか、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等に基づいて

補正予算に計上されたコロナ運営費交付金を使用して実施するコロナ特別対応型（コロナ型）等に区分

瀞 機構は、コロナ型の持纐じ補助事業について、全国商工会連合会（全国連）に持続化補助金の支払業務

を含む事務局業務を令和5年度末まで委託

〃 機構は、コロナ型の持纐上補助金を交付するための原資である事業費を全国連に対して概算払できる

こととされており、2年6月から3年11月にかけて、計151億円を全国連に概算払

事業の

概要

」

砿 全国連における実際に要した事業費の額（実績額）は3年度末時点において計145億1773万円で、

小規模事業者等へのコロナ型の持続化補助金の支払は4年3月までに全て終了

＝上記の概算払額151億円と実績額145億1773万円との差額である5億8226万円については、

4年4月以降、使用見込みのないものとなっていた

群 しかし、事業費の精算については、5年度末までの委託業務の終了後に行うとしていたことから、

上記の5億8226万円が全国連において引き続き保有されたままとなっており、

生産性革命事業におけるコロナ関連の各事業に活用できない状況となっていた

検査の
結果

当局伽

処置
ザ 機構は、5年5月に、上記の使用見込みのない事業費について、全国連から返還させた

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.265-266を参照 27Copy;＃ght@2023 8oard of Audit of japan ":

’
持続化補助事業（コロナ型）の流れ持続化補助事業の概要

･生産性向上に資する経営計画を作成し販路開拓等に取り組む

小規模事業者等に対して、持続化補助金を交付する事業 機構 ①持蕊化補助金の交付申請等 小規模事業者等

一般型のほか、 噺型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等

に基づいて補正予算に計上されたコロナ運営費交付金を
使用して実施するコロナ特別対応型（コロナ型）等に区分

･機構は、コロナ型の持続化補助金を交付するための原資である事業費
を事務局である全国連に対して概算払できることとされており、
令和2年6月から3年11月にかけて、計151億円を概算払

③

(注）下表(b)(注）下表(a) (事務局）

使用見込みのない事業費が返還されていない事態

4年4月以降使用
見込みのない

事業費

(a-b)

全国連における
事業費の実績額
(3年度末時点）

(b)

全国連に対する

事業費の概算払額

（3年度末時点）

(a)

全国運によるコロナ型の持続化補助金の支払は全て終了しているのに、

5億8226万円が引き続き保有されたままとなっており、

牛澤性革命事業におけるコロナ関連の各事業に活用できない状況

5億8226万円 ’(使用見込みのない事業費が全国連に滞留していた理由）
事業費の精算については、5年度末までの委託業務の終了後に行うとしていた ’145億1773万円151億円

当局の処置’ に、上記卿使用莞過みぬ職脳壜蕊崇寶について照全国漣伽傷還遥さ魅た機構は、 園年5月

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp265 -266を参照 28Copyright@2023 Board ofAudit of japan *

（独）中小企業基盤整備機構
5.持続化補助事業において概算払された事業費の返還（処置済）

5億8226万円鮨摘金額）



’
厚

5685万腰
2億8344万便

享生労働本省

円(指摘金銅
円(背景金銅

6.介護施設等における陰圧装置設置事業（処置済）

ヅ 厚生労働省は、都道府県が作成した計画に基づいて行う事業を支援するために、都道府県に設置する

基金の造成に必要な経費の3分の2に相当する額等について、医療介護提供体制改革推進交付金を交付

嵌 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の一環として
介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費を支援する事業（陰圧装置設置事業）を
基金事業の対象

ゾ 都道府県は、基金を取り崩し、直接又は市町村を通じて介護施設等の事業者に助成

"陰圧装置設置事業の対象事業は、介護施設等において感染拡大のリスクを低減するためにウイルスが
漏れないよう、気圧を低くした陰序室とするため居室等に簡易陰圧装置を据えるとともに

簡易的なダクト工事等を行う事業

（簡易陰圧装置には必ずしもダクト工事を必要としないものもある）

ザ 対象経費は、簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費
（予備の交換用フィルターの購入費等（予備部品の購入費等）は対象外）

陰圧装置

設置事業
等の概要

ザ 必要なダクト工事を行っていないため居室等が陰圧室としての機能を有していなかった
（30件・交付針目当額計3511万円）

ず 対象経費とはなっていない予備部品の購入費等を対象経費に含めていた

①予備部品の購入費等のみの金額が抽出できた事業（171件；交付金相当額計2174万円）
②簡易陰圧装置本体を含め一式計上されていて予備部品の購入費等のみの金額が明示されていない事業
（294件・交付金相当額計2億8344万円（背景金額））

検査の

結果

ダクト工事を行うなどして陰圧室としての機能を有するよう求めた

都道府県に対して、事務連絡を発して、ダクト工事が必要な簡易陰圧装置を設置する場合は
同工事を行うこと及び予備部品の購入費等を対象経費に含めないことについて周知
（市町村及び事業者に周知するよう都道府県に助言）

ザ
ヅ当局伽

'殴壹

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要Pp.227-228を参照 29CopyTight@202ヨBoardofAuditofjapan簿ミ

厚！

5685万円

2億8344万円
6.介護施設等における陰圧装置設置事業（処置済）

医療介護提供体制改革推進交付金の概要 陰圧装壷語置事業の概要

厚生労働省は、基金事業の管理運営要領を改正し新型コロナウイルス

感染拡大防止対策支援事業の一環として、介護施設等の居室等を陰圧室と

するために簡易陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う

陰圧装置設置事業を対象にした（ダクトエ事は不要な場合あり）

厚生労働省は、都道府県が作成した計画に基づく事業を支援する

ために、墓余造成に対し医療介護提供体制改革推進交付金を交付

都道府県は､基金を取り崩し、直接又は市町村を通じて

介謹施設等の事業者に助成

撲麺結果、 必要なダクト工事を行っておらず居室等が陰庄宰としての機能を有していなかった事態

(陰l干宰）

（事業者等が誤つだ理由）
県の事務連絡に「ダクトエ事の有無は問わない。」などと
記載していたことから、ダクトエ事を行わなくても陰'千幸
としての機能を有するものと誤解

必要なダクト工事を行っていないため
居室等が陰序室としての機能を有していなかった

（30件・交付金相当額計3511万円）

出典：厚生労働省より提供
予備部品の購入費等を対象経費に含めていた事態樵麺結果型

対象経費とはなっていない予備の交換用フィルターの購入費等（予備部品の購入費等）を
対象経費に含めていた

①予備部品の購入費等のみの金額が抽出できた事業（171件・交付金相当額計2174万円）
②簡易陰圧装置本体を含め一式計上されていて予備部品の購入費等のみの金額が明示されていない事業
（294件・交付金相当額計2億8344万円（背景金額））

（事業者等が誤った理由）
管理運営要領の記述が不明瞭な
ことから、予備部品の購入賀等
を対象経費として含めてよい
ものと誤解

当局の処置

側ダダ|卜工事を行う職どして鱈庄室とM捌寵鰯機能を宿す愚よう求めた

｡都這臓県に対L'て、事繁達絡蒄発して、鰄瀕'トエ諏蝿要職漉扇陰圧装置を設置す悪塲合は同工事憲漏ラごと及び予偏部品叩

購入貫等を対黛経貫に含鋤職いことにつし'淀周細（市阿糊踊ぴ事業者|に周知するよう都道府県に助言）

本資料は表現を一部簡略化等しているため、識田は令和4年度決算検査報告の概要pp.227-228を参照 30Copyright@2023 8oard ofAudit of japan "i
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7.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）における
過大交付等（不当事項）

厚生労働省

5ig3 907万円(指摘金額）

ぎ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の
整備等について、地域の実情に応じ柔軟かつ機動的に実施できるよう、都道府県による取組支援を目的として、
都道府県に対して新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）を交付（交付率10/10）

ず 交付金の交付対象となる経費は交付要綱に定める事業区分ごとに算定し、新型コロナウイルス感染症重点医療
機関等設備整備事業等では、整備対象設備等の種類ごとに、設備1台当たりの補助上限額を設定

例：新型コロナウイルス感染症対策事業では、コロナ患者等の移送に係る経費等が交付対象

一宿泊療養施設等への移送：交付対象

二入院に係る医療機関への移送：交付対象外（国による他の負担金の対象となるため（負担割合1/2））

例：新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業では、

簡易陰圧装置(注）の購入費用等が交付対象(注:ウイルスが室外に漏れないよう室内を陰圧化する装置）

事業の

概要

交付金の7事業について、主に以下の事態が見受けられた

交付金の対象とならない費用である、コロナ患者等の入院に係る医療樋関への移送に要した費用、
消耗品費等の費用を含めていたため、交付金が過大に交付されていた

①新型コロナウイルス感染症対策事業 6件2億3311万円

②帰国者・接触者外来等設備整備事業 3件 2664万円

③感染症検査機関等設備整備事業 5件 2148万円

④DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業 1件 1 945万円

イ
ザ

検査の

結果 イ 整備対象設備等に要した経費に係る交付金の交付額について、設備1台当たりの補助上限額を超えて算定
していたため、交付金が過大に交付されていた

⑤新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業 6件2億0615万円

⑥新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業 6件 2788万円

報 交付金により簡易陰圧装置を整備したが、病室の陰圧化ができず、補助の目的を達していなかった

⑦新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
2件 433万円

B･a繭｡fAuditofjapan鑿 本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.63-73を参照 31Copynght＠2023

7.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）における
過大交付等（不当事項）

厚生労働省

5億3907万円(指摘金額）

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）における過大交付等の事態等の概要

主な事態の内容（件数・金額は指摘の合計）事業名

交付金の対象とならない経費を含めていたもの

【次ページ参照】 6件 2億3311万円

①新型コロナウイルス感染症対策事業

交付金の対象とならない経費を含めていたもの

3件 2664万円

②帰国者・接触者外来等設備整備事業

交付金の対象とならないﾎ登雪を含めていたもの

5件 2148万円

③感染症検査機関等設備整備事業

交付金の対象とならないもの④DMAT ･ DPAT等医療チーム派遣事業

1件 1945万円
■ 今

設備等1台当たりの補助上限額を超えて交付金が交付
されていたもの

【次ページ参照】 6件 2億0615万円

⑤新型コロナウイルス感染症重点医療
機関等設侭鑿蛎事業

設備等1台当たりの補助上限額を超えて交付金が交付
されていたもの

6件 2788万円

⑥新型コロナウイルス感染症患者等入院
医療機関設備整備事業

へ

整備した設備が補助の目的を達していなかったもの

2件 433万円

⑦新型コロナウイルス感染症を疑う患者
受入れのための救急・周産期・小児
医療体制確保事業

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.63-73を参照 32CoPyright@2023BoardOfAudit ofjapan \



7.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）における
過大交付等（不当事項）

厚生労働省

5億3907万円(指摘金額）
I

⑤新型． 整備事業の概要ロナウイルス感染症重点医療機関等設偏

●

I

- ご~

●

同じ種類の整備対象誼備について、金額が異なる装置A,Bを購入した場合の

経費に係る交付金の交付額の算定例(属詞が交付額）
正：装置Aの実支出額 <補助上限額＞ 、

>補助上限額×2誤；

(注)このほか、②～④の帰国者・接触者外来等設備整備事業等3事業

においても交付金の対象とならない経費を含めていたことにより

交付金が過大に交付されていたなど 9件 6759万円

(注)このほか、⑥新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備

事業においても整備対象設備1台当たりの補助上限額を超えて交付金

が過大に交付されていたなど 6件 2788万円

本資料は表現を一部簡瑠上等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.63-73を参照 33Copyright@2023 Board|DfAUdit ofjapan =

一

鷺次のページをご覧ください。

34Copyright@2023 8oard of Audit of japan詞甫

①新型コロナウイルス感染症対策事業の概要

厚生労働省は、都道府県等の事業者に対し、コロナ患者等の

入院病床の確保等について支援を行うことにより、公衆衛生の

向上を図ることを目的として交付金を交付（交付率10/10）

､／交付金の交付対象となる経費は、コロナ患者等の宿泊療養施

設等への移送に係る費用等

入院に係る医療機関への移送に係る費用は、国による他の負担金

(負担割合1/2）の対象となっており、本交付金の交付対象外 ′

交付金の対象 交付金の対象

■■■

■■■ 移送
■■■

》 ｌ

Ｌｐ■一旦

四四

移送

巴■■笛 負担金の対象

画
》
翻

泓一読
睾外

MOTEL

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症重点医療機関等に対し、

高度かつ適切な医療の提供に必要な設備整備を支援し、

医療提供体制を整備することを目的として交付金を交付

γ整備対象設備は、超音波画像診断装置、血液浄化装置等

整備対象設備の種類毎に､､1台当たりの補助上限額を設定

(注)同じ種類の整備対象設備を複数購入した場合、1台ごとに実支出額と、

1台当たりの補助上限額を比較して少ない方の額を交付額とする

機査鰯結果

同じ種類の整備対象設備について、複数台分の実支出額の合計額と
凸

整備台数×1台当たりの補助上限額の額を比較したため、1台当たり

の補助上限額を超えて交付額を算定していた

6件 2億0615万円過大検査卿結果

交付金の対象経費とならない、コロナ患者等の入院に係る

医療機関への移送に要した費用等を含めていた

6件 2億3311万円過大
受■Bの実支出額補助上限額

装置Aの実支出額十装置Bの実支出額



’厚生労働本省

1億6500万円(指摘金額）
8.生活扶助費等負担金等の算定における返還金等の調定額（処置要求）

厚生労働省は、生活扶助費等負担金等（負担金）として、事業主体（県市等）が生活保護を受ける世帯
に支弁した、保護に要する費用（保護責）等の4分の3の額を事業主体に交付

負担金の交付額は、事業実績報告書記載の費用の額から、被保護者からの返還金等の調定額を控除するなどして
算定した額
このうち、返還金等の調定額は、事業主体が地方自治法に基づき調定した額

誤払等が発生して、保護費の返納が必要となる場合、
①その年度中に返納された額は、費用の額に含まれない
②その年度中に返納されなかった額（戻入未済額）は、当年度の費用の額に含まれる（事業主体は、翌年度に
調定して、返還金等の調定額として、その年度の費用の額から控除）

ザ

生活扶助

費等負担
金等の概

要

鞭

“

令和元、2両年度に19都府県の162事業主体に対して交付された負担金（計1兆1629億4863万円）を検査

戻入未済額を翌年度に調定していない、調定しているものの返還金等の調定額として事業実績報告書に
計上していないなどのため、戻入未済額等を返還金等の調定額として費用の額から控除していない
＝18都府県の47事業主体において、負担金が計1億6500万円過大に交付

主な原因は、①交付要綱等において、戻入未済額に係る翌年度の調定額が返還金等の調定額に含まれること
などについて十分に周知していなかった、
②事業主体において、戻入未済額の事業実績報告書への計上方法についての理解が十分でなかった

イ
㎡

検査の

結果
骸

蔀 負担金を過大に算定していた47事業主体のうち、負担金の返還手続が未済の事業主体に対して、
過大に交付されていた負担金について返還の手続を速やかに行わせること

鞭 事業主体に対して、戻入未済額に係る翌年度の調定額等が返還金等の調定額に含まれること、
戻入未済額に係る調定を適切に行った上で負担金の算定を適正に行う必要があること
について周知すること

〆 負担金の事業実績報告書の審査に当たり、返還金等の調定額を的確に把握するため、
戻入未済額等の額を記載させるよう事業実績報告書の様式を改正することなど

要戯する

処置

Copyr19ht@2023 Board of Audit of japan蕪 本資料は表現を-部簡略化等しているため､詳細は令和5年10月6日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.165-1 66を参照"35

厚生労働本省

1億6500万円(指摘金額）
8.生活扶助費等負担金等の算定における返還金等の調定額（処置要求）

生活扶助費等負担金等（負担金）の概要

･厚生労働省は、事業主体（県市等）が生活保護を受ける世帯に
支弁した費用等に対して、負担金を交付

･負担金の対象事業責は、費用の額から被保護者からの返還金等の
調定額を控除するなどして算定した額
このうち、返撞今等の調定額は、事業主体が地方自治法に
基づき調定した額

・誤払等が発生して、保護費の返納が必要となる場合
①当年度中に返納された額は、当年度の費用の額に含まれない
②当年度に返納されなかった額（戻入未済額）は、翌年度に調定
され、返還金等の調定額の一部として費用の額から控除される

Ⅱ 一 一

｜発栄した誤払等のうち返納すべき保護費の額

一一 “….…….d窯5階:…｡……..9#
①当年度に返納された額！………………….…“②戻入未済額

弐（費用の額に含まれない） （費用の額に含まれる）

誤払等が

発生した

年度

■■｡■■■■■■■■■■■●■■■●■■■■■■■■■毎●■草■■陣■●●■■b■■■■■色■●■■■■p●●●鷺■曹巴

翌年度

②調定処理が正しくなされれば、

戻入未済額は、翌年度の負担金
の算定に当たり控除される

(返還金等の調定額に含まれ、

対象事業費から除かれる）

爾需I令和元､2年度に'9都府県の'62事業主体に対して交付された負担金を検査
18都府県の47事業主体において、戻入未済額を翌年度に調定していない、調定しているものの返還金等の調定額として
事業実績報告書に計上していないなどのため、戻入未済額等を返還金等の調定額として費用の額から控除していない

－ （戻入未済額を返還金等の調定額として控除していない原因）

｜負担金の交付額謝億6500万円が過大|:鑿麓蕊麓蕊鯉難寵麓獺舗っ“負担金の交付額註1 {g6500万円が過大

’
噸過大に算定された震担鈍返還手脚霜卿事蒙主緯に対し定恥返還手続竃建や伽|に耐動憧濁匡と
“事業主鉢に対いて､戻入未済額に係る翌年度晒調定癖等鰄返還金等の調定額に含まれること、戻入未済額に係る
調定を適切に行った｣上定負担金晒篇定震適正に編う必要郷あること|に。い祗周知するこ,と
"負担金輝事業実績報告書鰯塞に当たり､返還金箒鰯調定額を的確に把握するため、
戻入未濱霞等心頭凌記載さ瞳るよう事薬実績報告書鯛蟻式蒄改正するごとなど

要求する処置

Copyright@2023 8･ard of Audit of japan蕪 本資料は表現を-部簡略化等しているため､詳細は令和5年10月6日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pP.16"1 66を参照 36



厚生労働本省

”億8577万円(指摘金額）

76億0444万円(背景金鋤

9.高齢者保健事業に係る補助金等の効果及び診療情報の活用

（意見表示）

郡 後期高齢者医療広域連合（広域連合）は、高齢者医療確保法等に基づき、被保険者である後期高齢者に

対して、健康診査等の高齢者保健事業を行う努力義務あり。厚生労働省は、後期高齢者医療制度事業費
補助金等により広域連合力垳う健康診査に要する経費の一部を補助

〃 健康診査は、疾病予防等を目的として、受診勧奨（医療機関での受診を奨めること）や保健指導の対象

者を抽出するために行うもの

帝 高齢者保健事業では、診療情報(注)を健康診査の結果として活用する取扱いとはなっていない

＝市区町村国保が実施する特定健康診査では、診療情報を特定健康診査の結果として

活用することが認められている（注)医療機関で診療の一環として受けた血液検査・尿検査等の検査データ

健康診査

等の概要

＜受診勧奨及び保健指導の対象者の抽出が適切に行われていない事態＞

､＃′令和2年度に交付された22広域連合に係る補助金等（計41億1984万円）を検査

ヅ15広域連合に加入する407市町村（健康診査の実施人員651,986人）において、健康診査の実施後に、
受診勧奨及び保健指導のいずれについても健康診査の結果による対象者の抽出が行われておらず、
上記実施人員に係る補助金等11億8577万円の効果が十分に発現していない

く診療|胄報の活用が行われていない事態＞

ゾ2年度に交付された全47広域連合に係る補助金等（計76億0444万円）を検査

r 実施人員4,195,246人のうち、791,516人（18.9％）は、前年度である元年度に、医療機関で診療の一環
として健康診査と同様の血液検査・尿検査を受けており、さらに、このうち472,548人（11.3％）は、
2年度中にも同様の検査を受けていた

＝診療情報の提供への協力依頼を行っていれば、被保険者の同意が前提だが、一定数に係る診療情報

の提供が得られ、補助金等の交付額を一定額節減することが可能

検査の

結果

ゾ 広域連合に対して、健康診査の目的等を周知徹底し、受診勧奨及び保健指導の必要性や、これらに関する

具体的な内容や実施のための方法等を明確に示すとともに、健康診査の結果の活用状況を把握した上で、

補助金等の交付に際して確認し指導するなどの具体的な方策を検討すること

げ 広域連合が診療|胄報を活用することができるための具体的な方策を検討すること

表示す悪

意見

と｡pyrbht@2023 Board of Audit of japan蕪 本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年12月201日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.174-1 75を参照37

厚生労働本省

11億8577万円鮨摘金額）

76億0444万円(背景金額）

9.高齢者保健事業に係る補助金等の効果及び診療情報の活用
（意見表示）

■

健康診査の目的及び国による補助高齢者保健事業の概要

「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等

に関する指針」（指針）

健康診査は、疾病予防、重症化予防等を目的として、医療機関での受診が
必要な者及び保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行う

・実施主体 ・対象

後期高齢者医療広域連合 被保険者である後期高齢者

（広域連合。 （75歳以上の者又は65歳以上75歳未満

都道府県単位） の者で一定の障害の状態にある者）

・事業内容

健康診査、保健指導、その他の後期高齢者の

健康の保持増進のために必要な事業等 盲:言 一・一

鑑岱
(注)事業の実施は努力義務

●

健康診査 受診勧奨

保健指導
広域連合が実施したり、

市区町村に委託したりする 広域連合が市区町村に委託するな
などして実施 どして市区町村単位で実施

実施に要した委託料等の一部は後期高齢者医療制度
事業黄補助金等により国が補助

’ …,結髪'｜受診勧奨及び保健指導の対象者の抽出が適切に行われていない事態
令和2年度に交付された22広域連合（加入する915市区町村）に係る補助金等（計41億1984万円）を検査したところ

407市町村に住所を有する後期高齢者

651,986人に対して実施された健康診査
は指針で定める目的のために行われた

ものとはなっていない

15広域連合に加入する407市町村

において、受診勧奨・保健指導の

いずれも対象者の抽出が不実施
＊ *

健康診査に係る補助金等11億8577

万円の効果が十分に発現していない

表示する意見｜広域連合に対して､健康診査の目的等を周知徹底“受診勧奨及郡爆漣指導鋤必要性や､これらに関する具緯飾蹴縄容
や実施剛た鋤蛎崎法篝蒄明瞭|に示すとと右に、健康鯵…結崇鋤蹟用紙溌遼把擢し腫上で、緬金等鋤交徹に際心r確認し指導する

鐘どぬ具体M的な滴錆渥榛討すること

Copynght@2023 Board of Audit of japan蕪 本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年12月20日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp4174-175を参照38



生労働本省

I鮨摘金額）

I(背景金額）

厚目

11億8577万円（

76億0444万円（

9.高齢者保健事業に係る補助金等の効果及び診療情報の活用
（意見表示）

I鑓鵬霊2」 診療情報の活用が行われていない事態

健康診査の実施内容（基本項目）

錘噸結崇型

特定健康診査(市区町村国保が実施)に係る診療情報の活用の取組例

保険者

■ 豆

■■■

被保険者、率情報の提供への協力癖

㈲
③被保険者同意の下で医療

轡 関篝を通じ提供
”蕊鰯_猷震療繍．

【i塁I
して特定健康診
査の検査項目と
同じ検査を受検

尿精
一

尿たん白

①既趣等の調査

②自覚症戦及び他覚症旗の有無の検査

③身長と体璽の検査

計測 ④EMIの測定

⑤血圧の測定

AST(G”

⑥肝機能
Ⅲ3(GPT）

検査

γ一蹴（γ一吋P）

中仙蛎肪

:綴 皿L-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
LDL一コレステロール

③血糖検証 空腹時血糖(I皿IC）

⑨尿検近
（2項目）⑥肝機能

捜査

診察

血臓検査
(7項目）

計測

▲．．⑦血中
脂質検査 一方、高齢者保健事業(本事業）

では、診療情報を健康診査の
結果として活用する取扱いに
なっていない

● ■ロ■ロ

●、 車■

■ ‐ ご ＝
③の検査に腹囲の検査がないこ
とを除き、特定健康診査と同じ

■■

2年度に交付された全47広域連合に係る補助金等（計76億0444万円）の対象となっ
ている健康診査の全受診者について、診療情報と健康診査の情報を突合した結果

･後期高齢者の多くは、生活習慣病の治療のために医療機関
で診療を受けていると考えられる

健康診賓の臺施内書…園)は腹園の檎寶壼騰＝＊特定健康診査の健診項目と同一

＝特定健康診査の場合と同様に、診療情報の活用の
余地があると思料

2年度も同じ
の検査を受

①のうち元年

じ検査項目(注
を受けていた．

唾唾蟻 )のうち2：

項目(由、
いた人数

①2年度の健康診査に
係る補助金等の対象者

③②
検蓉

けて1

②
同
査

791,516人 ‐一＞

(①の'8.9%）謡％
4,195‘246人

③の多くは生活習慣病治療者であり、通院の継続が想定。診療情報の提供を受ける
ことで、健康診査を受診しないこととなる被保険者に係る補助金等の交付額を一定
額削減して高齢者保健事業を経済的に実施可能

(注）基本項目のうち血液検査と尿検査の全ての項目

’ 広域連合が診療情報を活用することがだき遍振めぬ異縛的蹴滝錆を検討すること表示する意見

Copyright@2023 Board of Auditofjapan群 本資料は表現を一部簡瑠b等しているため､詳細は令和4年12月20日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.1 74-1 75を参照39
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東日本高遅遁路（株）・

西日本高速週洛（株）・

602億8839万円・476億

2824億3449万円・2266

･中日本高

･本州四国

詑886万円

億3957万I

高速道路（株）・

国連絡高速道路（株）
円・

ﾗ円(背景金額）

10.高速道路の橋脚補強の整備手法（意見表示）

ザ4会社は、平成8年の「道路橋示方書・同解説」より前の示方書を適用して設計等し既に供用している
橋りょうについて、耐震補強工事を実施し、地震時に橋りょうの損傷を軽微にとどめて速やかに機能回復を
図り、緊急輸送道路として機能させるための性能（機能回復性能）を確保するとしている

v〆4会社が管理する17,605橋については、落橋・倒壊防止対策は完了している一方、機能回鐵生能の確保に

至っていない橋りょうが28年熊本地震発生時点で計4,454橋
＞地震時に生じた橋脚の損傷に起因して､上下線共に通行不能(地震時のミッシングﾘﾝｸ）となり、
緊急輸送道路としての高速道路ネットワークが機能しないおそれ

イ4会社は、国土交通省が示した方針を受けて、「高速道路における安全・安心実施計画」を策定
＞大規模地震の発生確率が高い地域は令和3年度、その他整備地域は8年度を橋脚補強の完了目標年度と
するなどとしている

高速道路

の橋脚補

強の概要

ヅ 機能回復性能の確保に至っていない橋りょう計4,454橋、平成28年度から令和4年度までに4会社が締結した
橋脚の耐震補強工事（橋脚補強）等に係る契約計403件（契約金額計1兆2623億0375万余円）を対象に検査

制’4,454橋のうち令和4年度末時点で橋脚補強の工事契約締結に至らない橋りょう3,059橋
＞地震時のミツシングリンクが生ずるおそれ（高速道路本線67路線381区間）

､′4,454橋のうち並行する上下線を分離した橋脚がそれぞれ支える構造の分離橋りょう1,873橋
このうち橋脚補強を実施済の528橋全てで、並行する上下線の2橋の橋脚補強を同時に実施していて、
暫定的に上下線のいずれか一方の分離橋りょうの橋脚補強を実施する整備手法を用いていなかった

＞分離橋りょう1,345橋（工事契約未締結）の橋脚補強に当たっては、
暫定的に上下線のいずれか一方の橋りょうの橋脚補強を実施する整備手法を用いることにより、
地震時のミッシングリンクが生ずるおそれがある区間等を早期に臓肖できる

副'『4,454橋のうち段階的整備により4車線化した区間の橋りょう89橋（本四会社を除く）
＞4車線化に伴い機能回復性能が確保された橋りょうが並行して設置されていて、
地震時のミッシングリンクが生ずるおそれはないにもかかわらず、橋脚補強を実施していた

検査の

結果

表示'する

意見
〆 現地の条件等を踏まえた橋脚補強の効率的な整備手法について検討を行い、今後の整備手法の方針等を
決定し各支社等に対して通知するなどの措置を講ずること

Copyright@2023 Board of AUdit of japan蕪 本資料は表現を一部簡略化等しているため､詳細は令和5年10月13日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要pp.1 90-1 91を参照 41

東日本高速道路（株）・中日本高速道路（株）・

西日本高速道路（株）・本州四国連絡高速道路（株）
602Ig8839万円・476億2886万円・

2824億3“9万円・226億3957万円(背景金額）

10.高速道路の橋脚補強の整備手法（意見表示）

高速道路の橋脚補強の概要

･4会社は、平成8年の「道路橋示方書・同解説」より前の示方書を適用して設計等し既に供用している橋りょうについて、耐雪甫強工事を実施し、

地震時に橋りょうの損傷を軽微にとどめて速やかに機能回復を図り、緊急輸送道路として機能させるための性能（機能回復性能）を確保するとしている

．4会社が管理する17,605橋については、落橋･倒壊防止対策は完了している一方、機能回復性能を確保するには至っていない橋りょうが28年熊本地震発生時点

で計4,454橋

＞地震時に生じた橋脚の損傷に起因し上下線共に趣ﾃ不能（地鰻時のミツシングリンク）、緊急輪i美道路としての高速道路ネットワークが機能しないおそれ

(出典）
東日本高速道践
(株)HP○橋脚の耐震補強工事（橋脚補強）の工事契約

4,454橋のうち3,059橋が工事契約未締結
（令和4年度末時点） ＊

○並行する上下線を分離した橋脚がそれぞれ支える構造の分離橋りょうの橋脚補強

528橋全てで、暫定的に上下線いずれか一方の分離橋りょう

の橋脚補強を実施する整備手法を用いていなかった

(参考)過去早期のネットワーク構築のため4車線

のうち2車線を暫定的に整備し段階的に供用を

開始する整備手法を用いてきた経緯

＊
＊

工事契約
未締結

1,345橋の橋脚補強に当たっては、暫定的に上下線のいずれか一方の橋りょうの橋脚補強を実施する

整備手法により、地震時のミッシングリンクが生ずるおそれがある区間等を早期に解消できる

○段階的整備により4車線化した区間で実施した橋脚補強

*’

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■

4,454橋のうち89橋（本四会社を除く）

表示する意見 現地の条件等を踏まえた綱脚1麹嘩率的鰹璽備手法について騰鰄を衝い、今後鰯麓掘手法鰯方齢篝握演定1心各支社箒に対して

通知するなどの措置を講すること
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隣壹鯉結栗

地濯時のミッシングリンクが生ずるおそれ

(高速道路本線67路線381区間），

分離橋りょう

1,873橋
(4,454橋中）

工事完了

又は工事中
528橋

1,345橋

4車線化に伴い機能回復性能が確保された橋りょうが並行して設置されていて、

地震時のミツシングリンクが生ずるおそれはないにもかかわらず橋脚補強を実施していた



11.高度無線環境整備推進事業により整備された伝送用専用線設備の
利用状況等（意見表示）

総務本省

34億3066万円(指摘金銅

高度無線 群総務省は､無線通信を利用することが困難な地域の解消を図るため､無線局の開設に必要な設備

環境整備 （伝送用専用線設備)を整備することを目的とする高度無線環境整備推進事業に補助金を交付
推進專撲 〆補助事業者は､整備終了後､速やかに無線局が開設されるように留意｡また､総務大臣に提出した

光ファイバ整備計画及び無線局開設計画において設定した目標（例: Wi-Fiの設置世帯数）の達成状況等
の概要

について事後評価を行い公表

U′令和元年度から3年度に実施された31補助事業者の63事業（補助金72億9457万円）を検査

ゾ63事業のうち11事業の事後評価の内容をみると、目標値の達成状況の評価は行われていたものの、
整備された伝送用専用線設備の利用状況について評価が行われることとなっておらず、

総務省において設備が十分に活用されているか把握できない状況

ず63事業のうち31事業（補助対象事業註2億7868万円、補助金34億3066万円）は、

整億された伝送用専用線設備の利用率（注）が50％未満で十分に活用されていない状況
（注：整備された伝送用専用線設備により提供できるインターネットサービス等の回線数に対する利用回線数の割合）

達成率（注）を把握できた46事業のうち15事業については、目標値を達成しながらも利用率が50％未満
（注：目標値として設定した無線局の数に対する実績値の割合）

－整備された伝送用専用線設備そのものの利用状況の評価を行うことも必要

一伝送用専用線設備を更に活用する方策を十分に検討するなどしていなかった

検査の

結果

ヅ 伝送用専用線設備について、利用状況の評価を行う方法について検討した上で、その詔面によって

十分に活用されているか把握できるようにすること

′ 十分に活用されていない伝送用専用線設備について、必要に応じて補助事業者に助言等を行うことが

できるように、更に活用する方策を検討すること

表示す愚

意見

CoPyright@2023 Board,ofAudit of japan難 本資料は表現を一部簡略化等しているため､詳細は令和5年10月10日の公表文又は令和4年度決算検査報告の概要Pp.1 59-1 60を参照 43

11.高度無線環境整備推進事業により整備された伝送用専用線設備の
利用状況等（意見表示）

総務本省

34億3066万円(指摘金額）

高度無線環境整備推進事業のイメージ高度無線環境整備推進事業の概要

，総務省は､無線通信の利用が困難な地域において無線局 ■■■

（家庭内Wi-Fi'等）の開設に必要な伝送用専用線設備の整備を

目的とする高度無線環境整備推進事業に補助金を交付

・補助事業者は、事業終了後、設定した目標（無線局数）の

達成状況等について事後評価を行う

コワーキングスペース

､蕊’
oT犀Ⅷ率亟揖祗国師需

箸
口

重
嗣
一

呼逵一五〃皿Ｉ

畠_ノ;､‐や－1~-ぞ
スマートホーム

繊壹鯛結果｜令和元年度から3年度に実施された14道県管内の63事業を検査
事後評価の状況 整備された設備の利用状況 目標値の達成状況（達成率） と利用率の関係

く達成率と利用率の関係図＞

陸繊
63事業のうち11事業の事後
評価の内容をみると、

整備された設備そのものの
利用状況の評価が行われる
ものとなっていない

63事業のうち約半数の

31事業は回線の利用率
50％未満で設備が十分
に活用されず

46事業のうち目標達成
だが利用率50％未満が

15事業

蝿
、

⑩
私

利
Ⅲ
学

冬畢
整備された設備

そのものの利用状況の
評価も必要

総務省において、設備が
十分に活用されているか

把握できない状況

総務省は、設備を更に
活用する方策を十分に
検討せず

D I1Q 回 8 ＝ ｡ 。

遮座1劇

達成率＝実績値／目標値×100

利用率＝利用回線数／提供できる回線数×100

襄示する意見|､讓諦辮議鴬篠扇蹄露鰐襲露雷製…し捷上だ、
‘．．#-錨'に活嗣さﾎlrr'MI唯い伝送用専嬬線設鰯に口'脳1て、必要に応じて補助事業者に助三等を行うことがだき葱ように、
更|に活閑する方策凌検諭す,ること
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12.燃料油価格激変緩和対策事業の実施状況（特定） 資源エネルギー庁

J′原油価格の高騰がコロナ下からの経済回復の重荷になる事態を防ぐために、燃料油の卸売価格を抑制するための手当てを

行い、小売価格の急騰を抑制することにより、消費者の負担を低減することを目的として事業を実施

砿 資源エネルギー庁は、基金の造成・管理・運用等を行う基金設置法人に対して、補助金を交付し基金を造成

基金設置法人は、燃料油の卸売事業者の販売量に応じて補助金（基金補助金）を交付（審査等の業務は事務局に委託）

ず 数次にわたり基金補助金の交付対象期間が延長されるとともに、支給単価の上限が変更されるなどしており、多額の予算が

計上（令和3-4年度の予算額は計6兆2133億円）

検査の
背景

1． 歳出予算現額のうち3兆0222億円を令和4年度から5年度に繰り越し（基金設置法人である全国石油協会が多額の墓余を

預金できる金融機関を確保できなかった）

塾 卸売事業者が国内調達した燃料油の価格には基金補助金分が織り込まれており、その燃料油の販売に基金補助金を交付すると

同一の燃料油に二重に基金補助金が交付されることになるため、補助対象数量の算定に当たり国内調達量を控除する必要

週ごとの国内販売量から国内調達量を控除して補助対象数量を求める方式では補助対象数量がマイナス値となる場合があるが

卸売事業者2者でマイナス値となった補助対象数量に係る基金補助金（3億6611万円）を他の燃料油の基金補助金と相殺せず、

同一の燃料油に二重に墓今撞助金を交付

ユ 事務局である株式会社博報堂が再委託により62億円（上限額）で実施していた価格モニタリング業務（全国2万か所以上の

サービスステーション(sS)に対して毎週、電話や現地視察による価格調査を行う業務）の調査結果は、小売価格の上昇が

適切に抑制されていたかなどの分析に用いられておらず、電話調査及び現地調査がどのように小売価格の抑制に寄与している

のか不明

4｡ガソリン販売実績量等を基に推計した価格抑制額（1兆2671億円）は基金補助金の交付額（1兆2773億円）を101億円

下回っており、事業前後の小売価格と卸売価格の価格差を分析したところ分析対象SSの半数以上で事業開始後に価格差が拡大

また、資源エネルギー庁が行政事業レビューシート等で設定していた成果目標は、達成すべき目標として適切とはいえない

検査の

状況

今後の概算払及び精算において、国内向け全販売量が国内調i聿墨存下回る場合の基金補助金の交付が適切なものとなるよう、

同一の燃料油に対して二重に基金補助金が交付されている事態を解消させるとともに、同様の事態の再発防止を図るために、

卸売事業者等に対して適切な指導等を行うこと（検査の状況2）

電話調査及び現地調査については、燃料油価格激変緩和対策事業を#断売して実施する場合や 今後同種の事業を実施する場合

には、事業実施期間中においても、随時、電話調査及び現地調査の必要性も含めて、その実施内容や実施方法、報告内容等

について十分に検討すること（検査の状況3）

apa､燕 本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要Pp.354-374を参照 45
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所見
ザ
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12.燃料油価格激変緩和対策事業の実施状況（特定） 資源エネルギー庁

検査の背景 燃料油価格激変緩和対策事業の概要

(事業の目的）燃料油の卸売価格の抑制のための手当てを行うことで、小売価格の急騰を抑制することにより,、消費者の負担を低減

(事業の内容）資源エネルギー庁は基金設置法人に補助金を交付して基金を造成

基金設置法人は、燃料油の卸売事業者の販売量に応じて補助金（基金補助金）を交付（審査等の業務は事務局に委託）

(事業の特徴）数次にわたり基金補助金の交付対象期間が延長されるとともに支給単価の上限が変更されるなどしており、多額の予算が計上

事業の彌丁－ 事業の変遷

コロナ感染症及び

国際情勢の緊迫化
に伴う燃料油価格
激変緩和対策事業

コロナ下に
おける燃料油

価格激変緩和
対策事業

｜資源エネルギー庁 |； 燃料油価格激変

緩和対策事業
事業名

補助金↓
墓全詔置法人

委託

基金補助金の

交付対象期間
令和4年3月末

まで
9月末
まで

12月末
まで

5年9月末
まで

4月末まで

事務局基金撞助金 『■ﾛ■ﾛ■■I■■I■■U■■

審査等の業務 支給単価の
上限

段階的に引下げ5円/L 25円/L 35円/L

’ ’卸売事業者 1兆4429
億円

1兆2959
億円

予算措置 893億円 3579億円 3兆0271億円

価格抑制の仕組み

基金補助金が交付された石油精製業者や石油輸入業者（卸売事業者）が卸売価格を抑制することで、

サービスステーション(SS)が消費者に販売する際の価格（小売価格）の急騰を抑制

申請

＝凶ﾛｰ-mOO=W
基金補助金

司 「賑雲罰

一一一一一一一》 雨雪塁雨
｜

’

サービスステーション墓今詔置法人
事務局

■■■■

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp､3 54-3 74を参照 46Ccpyright@2023 Board of Audit ofjapan "



12.燃料油価格激変緩和対策事業の実施状況（特定） 資涯エネルギー庁

|瀧噸概況'|燃料油価格激変緩和対策事業の予算の執行状況

歳出予算現額のうち3兆0222億円を令和4年度から5年度に繰り越し（基金設置法人である全国石油協会が多額の基金を預金できる金融機関を
確保できなかった）

’’ 翌年震潔譲劃爵M剛

3兆0222億円

龍幽予… 《鋤 支出済鵠出額（職》

3兆1910億円令和3～4年度計 6兆2133億円

卿頚認可|基金補助金の交付額の算定方法等
補助金の交付額の算定方法

.卸売事業者への補助金の交付額は、補助対象数量（燃料油の販売量）に支給単価を乗ずるなどして算定（販売した時点で－回に限り交付）

･補助対象数量は、資源エネルギー庁が設定した三つの算定式から、卸売事業者が取引の実情に合ったものを選択（変更は不可）

・他の卸売事業者からの仕入量（国内鯛達量）には、既に基金補助金分が織り込まれていることから、補助対象数量を算定する際に控除

同一の燃料油に対して二劃亘 金（ﾖ億6611万補助対象数量の根拠となる書類を確認したところ、卸売事業者2者において、
交付されていた

例:j例：左の算定式を選んでいる事業者において、ある週に国内から調達した

ガソリン（②）の販売が、同じ週内で完了しなかった場合

↓

補助対象数■（③）がマイナス値となる（①＜②）ことがあるが、その

マイナス値に支給単価を乗じて得た額を他の燃料油（灯油、軽油等）や

他の週の補助金交付額と相殺しないと、仕入れ時に基金補助金分が

織り込まれた燃料油に二重に基金捕助金が交付される

内
※
国
量
の
売

週
販

る
全
あ
け

①
向①ある週の国内

向け全販売量※

②ある週の
国内調達重※

③補助対象
数量

一一

※ 既に基金補助金分
力職り込まれている

※ 補助対象外数量を除く

所見j今後、国内向け全販売量が国内調達量を下回る場合の基金補助金の交付が適切なものとなるよう、扇ー綱燃料油に対'心‘寵二函に
毎齢權鋤儀f椒変付さ細禧帆愚事懸鐘癖消させ蚤とともに、同様の事態の再発防止を図るために、御…等に剰し冠遜潮職娼導等蓬行うこと

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.3 54-374を参照 47Copyright@2023 Board of AUdit of japan #

12.燃料油価格激変緩和対策事業の実施状況（特定） 資源エネルギー庁

R翻緬 事務局における委託業務の状況等

価格モニタリング業務の実施体制
調査結果の活用状況’

・電話調査や現地調査の結果は非公表

・報告を受けた資源エネルギー庁は、小売価格の上昇が適切に抑制されていたか

などについて電話調査及び現地調査の結果に基づく分析をせず
委託

丹俳

’
に寄与しているのか《

一

に小

墓金補助金の支給単価の決定｜

資源エネルギー庁は支給単価を決定する際には、同庁が本事業の実施前から毎週
行っている約2千か所のSSを対象とした「石油製品小売市況調査」（本庁調査）の
結果を使用しており、電話調査や現地調査の結果は使用せず

2億円）

本庁調査との比較

･電話調査、現地調査の結果は本庁調査の結果を常に下回る状況となっていたが、

､価格の推移は、いずれの鯛査も同様の傾向

･各調査間の相関係数は0.98から0.99までの間となっていて、強い正の相関関係

’
価格モニタリング業務の概要

与小売価格の推移をモニタリングすることにより価格

抑制の実効性を確保するため、全国2万か所以上:のSS

に対して毎週 電話や現地視察による価格調査を実施
活のであれ｛ こ小売価格の

ー

巳

により十分対応可能

所見｣燃料油価格激変緩和対策事業を継続して実施する場合や､今後同種の事業を実施す雷場合には事業実施期間中において壱，随時．
震霊調査渡び琉地調諏必要性宿営蛾だ、鴇”実施内喜檸施粛濫、頓告獅容等につM禧十鋤に構討すること

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp､354-3 74を参照 48Copyright@2023 Board of Audit of japan #

基金設置法人

(全国石油協会）

事務局（株式会社博報堂）
：事業全体の企画、立案等を実施

再委託先（株式会社ヴァリアス．
デイメンシコンズ）

:価格モニタリング業務を実施
0



’ 12.燃料油価格激変緩和対策事業の実施状況（特定） 資源エネルギー庁

検…源41基金補助金の交付による価格抑制効果等

価格抑制効果の推計 ｜
財務省は令和4年度予算執行調査で、5か月間のガソリン販売実績量等を基に価格抑制効果を推計し、実際の抑制額は基金補助金の交付額を110億円

下回る（ガソリン分）という結果左公表

妙

’
予算執行調査と同様の方法で14か月間の実際の抑制額を推計したところ、実際の抑制額（1兆2671億円）は基金補助金の交付額（1兆2773億円）
を101億円下回る（ガソリン分） ’

尋灘騨莞麓腰簿自製重職曼耀溌鯛鵜糠鶏壽業關鯖爾後の小売緬幅と繍売I嘘の動＝
事業開始前の価格差は平均して17.8円/Lであるのに対して、事業開始後の価格差は平均して1 9.41円/Lとなっており、価格差は率均して1.61円ZL拡大
内訳？486sSでは価格差が拡大、112SSでは価格差が縮小、1 02SSは変化なし

※ レギュラーガソリンの小売価格は、原油コスト、税金、精製費、備蓄費、販売管理賀等で構成されており、そのほとんどが変動する要素
であることから、どの要素が小売価格に影響を与えているかを明確に示すことは困難

成果目標の設定

資源エネルギー庁は、燃料油価格激変緩和対策事業の行政事業レビューシート及び基金シートにおいて、定量的な成果目標を

「制度発動期間中にガソリンの全国平均価格が予測価格よりも低くなる週の割合を100％にする」と設定し、成果目標を達成した旨を記載

畢

’
燃料油価格激変緩和対策事業は、予測価格を基に支給単価を決定して基準価格を目指す事業であり、全国平均小売価格が予測価格よりも低くなれば
その目的が達成されるというものではなく、達成すべき目標として適切とはいえない

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp､354-374を参照 49Copyright@2023 Board of Audit of japan斡自

〆

鷺次のページをご覧ください。
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林水産本省

(指摘金額）
I(背景金額）

震*

134億5200万円（
27億7984万円（

13.水田活用の直接支払交付金事業の実施（意見表示・処置要求）

水田活用の直接支払交付金（水活交付金）は、主食用米を作付けしない水田において、麦、大豆等の戦略作物等
（対象作物）を生産する農業者（交付対象農業者）に対して交付 ［交付額＝交付単価×交付対象水田の面積］

水稲の作付けを行うことが困難な農地は交付対象水田から除く

対象作物については、十分な収量が得られるように生産することが原則

適切な作付け、肥培管理、収穫等（適切な生産）が実施されていない可能性が高いと判断する場合には、収量確認を
行い、収量が相当程度低い場合には交付対象としない（収量低下理由書で合理的な理由が確認できれば交付可能）

合理的な理由が確認された場合でも、翌年産において収量が相当程度低くなるおそれがあるときには、
地方農政局長等は、当該交付対象農業者に対して翌年産以降の生産に向けて改善指導を文書により行う

ザ

水活交付

金事業の

概要

げ
ず

ザ

郡

、

園芸施設があり、実質的に水稲の作付けを行うことは困難であると考えられる水田に交付
（延べ1,547交付対象農業者、交付額計7035万円）

対象作物の生産実績や収量を把握しないまま交付等（延べ1 01747交付対象農業者、交付額計1 00ig9743万円）

実際の収量に基づいた定量的な方法により収量確認を行っておらず、収量が相当程度低くなっていたが、
適切な生産が行われているとして交付（延べ3,177交付対象農業者 交付額計40億0504万円）

収量低下に係る要因が合理的な理由によるものであるのか疑義のある内容を含む収量低下理由書が見受けられる
などしており、収量低下理由書の確認や地方農政局長等による改善指導の仕組みが十分に機能しておらず、
対象作物の収量増加に向けた改善が図られにくい状況（交付額計27億7984万円）

ゾ

Ｊ
部検査の

結果
イ

〆 交付対象水田の範囲について、実質的に水稲の作付けを行うことが困難な農地であるかどうかを
判断できるように基準を定めること

げ 実績報告書の確認書類については、収量が記載されている書類等を提出し又は保管させるなどして
収量を把握できるようにすること など要求する

処置等 ヅ飼料作物､WCS用稲(実と茎葉を一体的に収獲し､乳酸発酵させた飼料)等の対象作物について､申請書類の取りまとめを行う地域農業再生協議会において、実際の収量に基づいた定量的な収量確認を行うことができるようにすること

ぎ 収量低下理由書の薙認方法や地方農政局長等による改善指導を実施する場合の基準等を具体的に定めて
これらの仕組みが十分に機能するようにすることや翻子制度の運用の見直しを検討することにより、

・ 対象作物の収量増加に向けた改善が図られやすくなるような方策を講ずること

Copyright@2023 8oard of Audit of japan鉾 本資料は表現を一部簡瑠上等しているため､詳細は令和5年10月23日の公表文又は4年度決算検査報告の概要pp.1 76-1 77|を参照 51

水活交付金
の概要

交付額＝交付単価×交付対象水田の面積 （水稲の作付けを行うことが困難な農地は交付対象水田から除く）

対象作物については、十分な収量が得られるように生産することが原則

適切な作付け、肥培管理、収穫等（適切な生産）が実施されていない可能性が高いと判断する場合には、収量確認を行い、
収量が相当程度低い場合には交付対象としない(収量低下理由書で合理的な理由が確認できれば交付可能）

合理的な理由が確認された場合でも、翌年産において収量が相当程度低くなるおそれがあるときには、地方農政局長等は、
当該交付対象農業者に対して翌年産以降の生産に向けて改善指導を文書により行う

’要求する処置要求する処置｜
牽制対象水田の範囲
について、実質鋤に
水稲“作付けを行う

こと姉困難な農地電

あるがどラかを判断
てきるように墓準を
定めること

館鰯結栗ﾕ|実質的に水稲の作付けを行うことが困難な農地に対して水活交付金が交付されている事態

|’
延べ1,547交付対象農業者、

交付額計7035万円について、

＝ 処分が制限される園芸施設

がある農地は、実質的に水稲

の作付けを行うことは困難

であるのに交付

U■■■■■■■■■■■■

国庫補助金等により設置等された

園芸施設は一定期間処分が制限

*実施要綱には他の国庫補助金等により

園葵施設が設置等されている場合に
係る判断基準が定められていない 關|用水供給設備

…|対象作物に係る実績報告書の確認等が適切に実施されていない事態 要求する処置｜
実績報告書の確認

書類につL,WFてば、

収量が記載されて

いる書類等を提出し
叉は保管させる極ど

L"て咽遷感固握
電きるようにす悪

ごと 趣ど

要求する処置

実施要綱では、実績報告書の確認書類として、対象作物ご､とに当年産の出荷・販売契約書の写し及び

販売伝票の写し等を申請書類の取りまとめを行う地域農業再生協議会(協議会）に提出することになってL

延べ10,747交付対象農業者、交付額計100億9743万円について、
＝ 対象作物の生産実績や収量を把握しないまま交付
・確認書類の内容が収量を把握できるものになっていない

・自家利用した場合に確認書類を提出していない など

＝ 収量の妥当性について十分な確認を行わないまま交付
・自家利用した場合の実績報告書の確認書類に記載された
収量が実際の収量に基づいているのか疑義

実施要綱には、

・実績報告書の確認書類の記載内容
について、定められていない

・飼料作物等を自家利用する場合の

確認書類について、定められて

＊
いない

BoardofAuditofjapan蕪 本資料は表現を一部簡略化等しているため､詳細は令和5年10月23日の公表文又は4年度決算検査報告の概要pp.176-177を参照 52C◎pyright＠2023

農林水産本省

13.水田活用の直接支払交付金事業の実施（意見表示・処置要求） ’34億5200万円鮨摘金額）
27億7984万円(背景金額）



農林水産本省

5円(指摘金銅
万円(背景金鋤

13.水田活用の直接支払交付金事業の実施（意見表示・処置要求） 134億5200万

27億7984天

|横宮卿結乗31収量確認が適切に実施されていない事態 要求する処置

飼料作物、WGS隠稲等
師対象作物について、

協議会に議し､て．
案醗卿収屋に基づいた

定量的な収量確認種
行うことができるように

す葛,こ,と

実際の収量に基づいた定量的な方法により収量確認

＝ 延べ3‘177交付対象農業者、交付額計40億0504万円
について、単収が近傍ほ場の平均単収の2分の1未満

となっているなど､収量が相当程度低くなっていたのに、
適切な生産が行われているとして交付

対象作物が飼料作物、WCS用稲等の

場合は、必ずしも実際の収量に

基づいた定量的な方法により収量確認

を行うことにはなっていない

＊

|樵宣卿結崇鍋|収量低下理由書の確認や地方農政局長等による改善指導の仕組みが十分に機能しておらず、
対象作物の収量増加に向けた改善が図られにくい状況となっている事態

表示する意見

収■低下理由憲蛎

確認方法や
地方農政局長等による

磯善指導凌実施する
場合鰯塞鵯を具体的に
定めてこれらの仕組みが
十分に機能するように

すること聯、

現行制度の運用の見直し
を検討することによ'り、
交付対象農業者に識いて
対象作物の収量増加に
向けた改善が図られ
やす蝋なるような方策を

講ずる,こと

･収量低下理由書に記載された収量低下に係る要因を確認

＝955件について、自然災害などの不可抗力な要因

（合理的な理由)か疑義のある内容を含むものとなって
いたのに交付金を交付蹄､鵡一

収量低下理由書を提出すれば、

そのほとんどが合理的な理由がある

（3,130件に占める割合99.8％）として
水活交付金が交付されている状況

＊ 憲畿誌bてぃ毒のに顛鰭種行ってぃ趣“
適期の作業や必要な防除がなされていばい など

一 収量増加に向けた改善が図られにくい状況

1交付額計27億7984万円

改善指導の実施状況を確認 -Z忠一

＝ 同一の対象作物で6年連続して収詞氏下理由書を

提出等、延べ730交付対象農業者について、

翌年産においても収量が相当程度低くなるおそれがある

状況となっていたのに実施されず

→ 収量増加に向けた改善が図られにくい状況

改善指導を実施する基準とされている

「翌年産において収量が相当程度

低くなるおそれがある場合」について、

具体的な基準は定められていない
＊

本資料は表現を－部簡略化等しているだめ、詳細は令和5年10月23日の公表文又は4年度決算検査報告の概要pp.176-177を参照 53Copyright@2023 Board of Audit of japan #
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14.食料の安定供給に向けた取組 (特定） 醸林水産省

農林水産省は、食料の安定供給について、生産の増大、輸入及び備蓄を適切に組み合わせることで確保されるよう、

食料・農業・農村基本法（基本法）等に基づき各種施策等を実施

基本法に基づき策定される食料・農業・農村基本計画（基本計画）では、食料自給率の目標を定めるとされ、令和2年策定の

基本計画では、12年度を目標年度として、供給熱量ベースの総合食料自給率の目標が45％（4年度実績38％）

近年の気候変動等による世界的な食料生産の不安定化、ウクライナ情勢の緊迫化等に伴う輸入食品原材料等の価格高騰等を

背景に、政府は、食料安全保障の強化を国家の喫緊かつ最重要課題として、基本法の改正に向けた検証・検討を進めている

』

検査の
背景

ザ

ザ

1．食料の安定供給に向けた取組に係る事業の謝子額（平成29年度～令和4年度）は、計554事業16兆4654億円

生産の増大・輸入・備蓄の取組別にみると、大部分が生産の増大に係る取組の郭ﾃ額（12兆8609億円。執行額全体に

占める割合78.1％）

2．食料の安定供給に向けた取組の実施状況についてみると、生産の増大に係る取組は519事業、輸入に係る取組は7事業等

小麦の輸入について、ウクライナ情勢の影響を緩和するための緊急措置(注)による減収額を試算すると、309億円

（注)4年10月期の小麦の政府売渡価格について、急騰した前期の買付価賂を基に算定せず、前期の価格を据え置く措置

3．①総供給熱量に占める割合が大きい米等の11品目について、総合食料自給率への寄与度を試算したところ、小麦及び大豆以外
の品目は、生産量の増加による総合食料自給率の上昇への寄与度が小さい又は生産量の減少により低下要因

②生産の増大に係る取組について、大豆及び飼料作物は、その効果の発現に一定の制約があると思料

また、同取組を基本計画どおりに継続して目標を達成しても、小麦及び大豆の海外依存度が高いことに変わりはない状況

③総合食料自給率の目標の前提として基本計画等に示された指標の中には、目標年度において目標力味達成のもの、

目標と対比可能な実績が未把握のものなどが見受けられたが、農林水産省は、進捗状況は検証していたものの、

目標年度における目標の達成状況を確認し、未達成の場合の要因分析をするなどの検証は行っていなかった 等

検査の
状況

今後、農林水産省において、食料の安定供給に向けた取組について、効率的、効果的な施策の実施に資するよう基本計画等

に示された指標に係る目標の達成状況等の検証を適時適切に行うことの重要性に留意して、引き続き、生産の増大、輸入
及び備蓄の適切な組合せにより食料の安定供給が図られるよう努めること

ザ

所爲

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要p p.322-3 53を参照 55Copyright@2023 B|･ ard of Audit of japan "

14.食料の安定供給に向けた取組（特定） 農林水産省

1人1日当たり国産供給熱量850kcal/1人1日当たり総供給熱量2,260kcal

上記2,260kcalを品目別にみると・・・｢-
供給熱量ベース：12年度の目標45％（令和2年基本計画）、4年度の実績？38％ 7品目で全体の約8割

（太枠部分）

１％
聞

兜
即

沁
帥

駒
如

卯
加

加
０

く
１

＜凡例＞

口品目別供給熱量

ロ愚目別国産供給熱盆
（（）書きは品目別
供給熱堂自給率）

口輸入飼料により国内で
牛曄された畜産物に
係る品目別供給熱斌

口輸入分に係る品目別
供給熱且

）

大
7

(年度）

近年の気候変動等による世界的な食料生産の不安定化、ウクライナ情勢の緊迫化等に伴う輸入食品原材料等の価格高騰等を背景に、
政府は、食料安全保障の強化を国家の喫緊かつ最重要課題として、基本法の改正に向けた検証・検討を進めている

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.322-3 53を参照 56Copyright@2023 Board of Audit of japan "

食料自給率の種類 概 要

総合食料自給率

供給熱量

ベース

食料全体について共通の尺度で単位を揃えることにより計算して国内の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標

辱一司狸-仁
■一1■■■ ー ニー ロ■q■＝ ＝ ー 単 蓉一一一一■■＝‐ －1■

日生産額ペースの総合食料自給率の目標

÷生産額ペースの総合食料自給率

◎ 供給熱量ベースの総合食料自給率の目標
÷供給熱盈ペースの総合食料自給率



14.食料の安定供給に向けた取組 (特定） 農林水産省

|検査卿概況11食料の安定供給に向けた取組に係る執行額等(平成29年度~令和4年度）

食料の安定供給に向けた取組に係る事業の導脚ﾃ額は、毎年度2兆円以上が支出されており、554事業で計16兆4654億円
これを取組別にみると、下表のとおり、大部分が生産の増大に係る取組

（単位：億円）

'．’割合’
平成

29年度

令和

元年度 計 割合30年度 2年度 3年度 4年度区分

生産の増大

輸入

備蓄

その他

計

(注）「その他jは、 ｢生産の増大」

1兆84352兆04362兆35862兆3864

2873 2634 2572 3359

427 604 710 610

2247 2358 2636 2489

2兆39832兆60332兆95053兆0323

｢輸入」又は『備蓄」のいずれにも区分できないもの

2兆3287

4368

532

2080

3兆0269

12兆8609

1兆8614

3439

1兆3990
-

16兆46541

－〒

78.1％

11.3％

2.0％

8.4％

100.0％

〆

このうち地方公共団体等に対する

補助金の交付（補助事業）が

10兆3860億円（全体の63.0％）と

大部分を占める

i…械鯛,塾||食料の安定供給に向けた取組の実施状況（平成29年度～令和4年度）

食料の安定供給に向けた取組として実施された事業：生産の増大に係る取組519事業、輸入に係る取組7事業等

輸入に係る取組 海外依存度が高い小麦の輸入(注1)については、ウクライナ情勢による買付価格の急騰の影響を緩和するために、
国が製粉企業等に売り渡す小麦の政府売渡価格について、緊急措置を実施（令和4年10月～5年3月）

歯_篁幽凸遜識二襄墓電>繍鱸|蕊磯麓鷲篭繍裳緬橋塞に算“
海外 国 製粉企業等 （急騰した直近の6か月の買付価格を基に算定しない）

Ⅱ’帥 本院において、緊急措置による減収額を試算(注2)すると309億6215万円

Ⅲ皿：(注1）あらかじめ国が製粉企業等からの買受申込みを取りまとめ、一括して輸入・販売をする一錨入方式に係るもの

(注2）政府売渡価格は令和4年3月第2週～9月第1週の買付耐各を基に算定した価格、売渡数量は4年10月～5年3月に売り渡された数量（実績）と
それぞれ仮定して売机全額を算出し、実際の売払令頬との差額を機械的に試算

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.322-353を参照 57COPyTighr@2023 Board of Audit of jaPan "

(特定）14.食料の安定供給に向けた取組 農林水産省

|検査緬職認31総合食料自給率等の指標に係る目標の達成状況等及び検証状況

総合食料自給率の目標の前提となる指標 基本計画と共に公表される参考資料には、総合食料自給率の目標の前提としたデータとして、品目ごと
の食料消費の見通しや生産努力目標のほか､主要品目の10a当たりの収量(単収）、作付面積､品目別自給率(注1)等の指標ごとの目標が示される
（注1）品目別に国内消費仕向量（1年間に国内で消費に回された量）に対する国内生産の割合を示す指標’

＋2.0

’|①供給熱量ベースの総合食料自給率に係る目標の達成状況 〈米）

＋1－69 (小麦）

各基本計画の目標年度において、食料消費の見通しと

実績が20％以上かい離したり、生産努力目標を実績が
下回ったりするなどの品目が見受けられた

そこで↓
1人1日当たり総供給熱量に占める割合が大きい11品目
(注2)について、令和元年度における供給熱量ベースの
総合食料自給率への品目別の寄与度（対平成10年度）
を試算(注3)すると・・・

__…_－．--____________________________…____－－－－－－－挫渇一

（諏肉）（廼卵）（牛肉）（大豆)《砂獺.'･“（魚介類）

岡《認(避嬬'型｡\1蝦鰹叫蛾脚關

＋1．0

0.0

兇兇ア．｡．"ー ~銅“幻．胤鬮裳

寄
与
度

-1－0

（縛製＝
－2．0

小麦及び大豆以外の品目は、生産量の増加による総合
食料自給率の上昇への寄与度が小さい又は生産量の減
少により低下要因（右図参照）

－4．0

(注2）米、畜産物（生乳、牛肉、豚肉、鶏肉及び鶏卵）、油脂類、小麦、
砂糖類、魚介類及び大豆

(注3）食料・農業・屡村白書で示された算出方法に基づくなどして、
次の算定式により試算
・総供給熱■の増減に係る寄与度

＝－（（各品目の1人1日当たり供給熱量の増減×令和元年度の総人口×
令和元年度の日数）×令和元年度国産供給熱量）÷
（平成10年度総供給熱量×令和元年度総供給熱動×100

，国産供給熱量の増減に係る寄与度
＝各品目の国産供給熱量の増減÷平成10年度総供給熱量×100

１
１

く

凡 例）
緯供給熱量の増減に係る寄与度【A】

・当該品目の食料澗費が減少すると、総供給熱量力､減少し、上昇要因（棒グラフは上方に伸びる）
・当肢品目の食料消費が塘加すると、総供給熱量が増加し、低下要因（棒グラフは下方に伸びる）

▲

国産9排合然丘の増減に係る寄与度【白】

・当酸品目の国内生産量が減少すると、国産供給熱量が減少し、低下要因（棒グラフは下方に伸びる）
・当肢品目の国内生産量が増加すると、国産供給熱量が墹加し、上昇要因〈棒グラフは上方に伸びる）

【A】＋【B】

プラス表示は当咳品目が上昇要因、マイナス表示は低下要因となっていることを表す

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要PP.3 22-353を参照 58Copyright@2023 Board ofAudit of japan ";

･令和元年度の供給熱量ベースの総合食料自給率は38“であり、平成
10年度の40％に対して2ポイント低下

･上記2ポイントの低下について、答＆LL雀睾暴乃び画座供給熱量の埼減
による寄与度を品目別に試算



(特定）14.食料の安定供給に向けた取組 農林水産省

|検宣鋤概飼副総合食料自給率等の指標に係る目標の達成状況等及び検証状況

＜小麦、大豆及び飼料作物に係る品目別自給率の推移＞
(兇）’②小麦、大豆及び飼料作物に係る指標の推移等 １
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【大豆】単収の目標が未達成
【飼料作物】農林水産省では目標とﾇ牡上可能な実績が一部未把握。確認

できた範囲では、生産量、単収、作付面積の目標が未達成
いまれも生産の増大に係る取組の効果の発現には一定の制約ありと思料
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【小麦、大豆】生産の増大に係る取組を基本計画どおりに継続して目標
(令和2年基本計画における令和12年度の品目別自給率の目標：小麦
19％、大豆10％）を達成しても、海外依存度が高いことに変わりは
ない状況（右図参照）
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’③総合食料自給率等の指標の検証状況

②のほかにも目標が未達成等の指標が見受けられたことなどから、農林水産省における指標の検証状況をみたところ

審議会(注3)では、政策評価の結果等を踏まえて検証

口 （平成22年基本計画等に示された指標について)牛肉､豚肉及び鶏肉の生産努力目標以外の指標は政策評価の指標として設定されず
（平成27年基本計画等に示された指標について）令和2年基本計画の策定の際の審議会では、品目別自給率を除く全ての指標の進捗状況は検証

口（目標年度に到達した基本計画等に示された指標について）目標年度における目標の達成状況を確認し､未達成の場合の要因分析をする
検証は行っていなかったなどの

(注3）腰林水産省に設置された食料・農業 農村政策審猿会

所見l今換､農林水産省において､食料の安定供給に向けた取組'に。いて､効率的.効果的な施策の実施に資するよう基本計画等に示誠､た
指標に係る圃鋤達鋤調祷噸…遺函潮l電行うことの重要性に留意して、引き続き、生産の増大、輪八及び備蓄の適切な組合せにより
食料の安定供給が図ら雛るよう努跡ること

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.322-353を参照 59COpynght@2023 Board of Audit of japan \

鷲次のページをご覧ください。
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15.東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村に提供する

国産豚肉の調達等に係る契約（不当事項）

農林水産本省

1914万円(指摘金額）

ザ 農林水産本省は、令和3年2月に、「選手村における日本産食材提供による魅力発信業務」に係る
請負契約（本件契約）を、スターゼン株式会社（会社）との間で随意契約により締結

鞭 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村に設置される飲食提供施設において、
国産豚肉を使用したメニューが提供されるようにすることにより、高品質な日本産食材を体験した選手に
その魅力を世界に発信してもらうことが業務の目的、

蔀 業務内容は、国産豚肉を調達し、選手村において飲食提供等の業務を行う業者（フードサービス業者）が
求める基準等を満たすよう加工し、加工した国産豚肉計6,264k9の保管をすることなど

骸3年4月に契約金額全額（1914万円）を会社に支払

業務の
概要

ザ 会社は、本件契約の締結前から、フードサービス業者との間で、飲食提供施設で使用される畜産物の納入に

関する契約（畜産物納入契約）を締結

骸 農林水産本省は、Z年11月頃、畜産物納入契約を前提として、会社との間で､ 飲食提供施設に納入が

予定されていた外国産豚肉の一部1 1,21 5k9を国産豚肉に切り替えるために、次の点等について口頭で合意
＞会社は加工前の国産豚肉を調達して加工、保管し、大会が終了する3年9月まで、フードサービス業者が
指定する倉庫へ逐次納入

〉農林水産本省は､外国産豚肉を国産豚肉に切り替えることに伴い生ずる調達､加工､保管､納入等に
要する費用の増加額（調達差額）等を会社に支払う

解 農林水産本省は、本件契約を構成する主要な事項について、合意した内容とは異なる内容の契約書を作成

＝調達差額1494万円について、国産豚肉の調達、加工、保管等に要する費用であると装うこととしたとしていて、

契約書に記載された国産豚肉の数量6,264kgについても架空のもの

＝業務を実施する期間を契約締結日から同年3月31日までとし、同年4月以降に実施する業務は発生しないことを
装うこととしたとしている

〆 本件契約の検査職員は、国産豚肉の調達が完了しておらず、加工や保管は行われていないなどの状況に
あるにもかかわらず、3年3月31日に、事実と異なる内容を記載した検査調書を作成

ヅ このような事態は、会計法令に違反していて著しく適正を欠いていた

検査の

結果

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp.1 02-1 03を参照 61Copyright@2023 Board of Audit of japan饗ミ

15.東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村に提供する
国産豚肉の調達等に係る契約（不当事項）

農林水産本省

1914万円(指摘金額）

業務の概要 ・
●

契約前に 〉

合意した内容 ＞

農林水産本省は、令和3年2月に大会の選手村における食材（国産豚肉）提供に係る請負契約を会社との間で締結

高品質な日本産食材を体験した選手からその魅力を世界に発信してもらうことが目的

会社は加工前の圃産豚肉を調達して加工､保管し､大会が終了する3年9月まで、フードサービス業者が指定する倉庫へ逐次納入
農林水産本省は、外国産豚肉を国産豚肉に切り替えることに伴い生ずる調達等に要する費用の増加額（調達差額）等を会社に支払う

１
１

検萱峨騎果

（1）合意した内容と異なる内容の契約書を作成していた事態
農林水産本省は、本件契約を構成する主要な事項について、合意した内容、

すなわち、実際に実施することを予定していた内容とは

合意した内容と契約書の記載内容との主な異同点

本件契靭を構成す
る主奪な事項

望1，書の記戴内容合逼した内容

#霞騨鶏裂を国辱肉に切

【国産豚肉の数量や契約金額の構成要素】

・契約内容が簡潔になるよう、合意した内容とは異なる内容に置き換えていた

一外国産を国産に切り替えるこ．とに伴い生ずる調達差額1494万円に
ついて、国産豚肉の調達、加工、保管等に要する費用に装った

＝契約書上の国産豚肉の数量6,2"kgについては架空のもの

国産豚肉を調達し、加工して 加工

後のも唾z"4E9;を保管すること

【実施する繋務の内容】
・国産豚肉の調達
・鋼達した国産豚肉の加工

・加工した国産詠肉の保管

・輻告雷の作成 等

契約の目的

【実施する糞務の内容】
・国産詠肉の調違

・調達した国産豚肉の加エ

・加工した国産豚肉の保管
・保管し足国産豚肉の納入

・報盲書の作成 等 【実施する業務の内容及び業務を実施する期間】

・期間を契約締結日から3年3月31日までとし、

同年4月以降に実施する業務は発生しないことを装った

・合意した内容の一部であり、国産豚肉を提供する上で

不可欠となる国産豚肉の納入を含めていなかった

外
り
な

国産豚|肉11 215kgを国産豚肉に切
嘗騨瀞孵繍墜響契約金額

(契約金韻の構成

要素）

り替えて納入することに伸い必要と
入篝に雲

陣臺
る

すま■田の増加麺善

｜蕊蕊驚…順"・
夫今ﾅ下解アォ墓令澗砿圧q日

(業務開始を予定している同年2月頃
から大会が終了する同年9月まで》

履行期限

(糞務を実施する
期闇）

（2）契約書に記載された業務の履行が完了したこととして検査調書を作成していた事態
・3年3月31日時点で、国産豚肉の調達は一部行われていたが、加工は開始されておらず、加工後の状態で保管されている国産豚肉はなかった

･検査職員は、このような状況にもかかわらず、業務の履行の完了を確認したこととして、 実と 詞

＝ （1）（2）の事態は、会計法令に違反していて著しく適正を欠いていた

c･Pyright@2023 8oala ofAudit of jaPan燕 本資料は表現を一部簡瑠上等しているため､詳細は令和4年度決算検査報告の概要pp,1 02-103を参照 62



16.特定の支出等のために国立大学法人に交付された運営費交付金
による積立金の規模（処置済）

文部科学本省

16億4058万円(指摘金額）

ザ 国立大学法人は、新型コロナウイルス感染症の影響によって家計が急変した世帯の学生等に対して、
冬国立大学法人の独自の基準で家計急変に係る授業料等減免を実施

,j桜文部科学省は、家計急変に係る授業料等減免を実施する経費を支援するため、国立大学法人に対して、
令和2年度に家計急変に係る運営費交付金を交付

ﾂ′一方で、2年度から､「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく授業料等減免等（修学支援新制度）
による支援が導入されており、両制度とも支援の対象となる学生は、修学支援新制度による支援を優先

げ 国立大学法人の毎事業年度の利益の処分等については、損失を埋めてなお利益の残余があるときは、
その残余の額を積立金として整理

ざ 中期目標期間末の積立金のうち、次の中期目標期間の業務の財源に充てるために文部科学大臣の承認を
受けた額を繰り越すことができ、残りの額を国庫に納付

制度の
概要

文部科学省は、85法人において家計急変世帯等の学生に対する支援見込額について調査を行い、支援見込額に
7を乗じて算定するなどした額を家計急変に係る運営費交付金として交付（2年度に85法人計48億0189万円）

3年度末の家計急変に係る運営費交付金の残額は85法人計36億9736万円で、未執行率は77％
未謝ﾃ率が90％以上は18法人（このうち8法人は全額未執行）
＝未執行率が高い理由：「交付額と比べて支援の実績が少なかったため」

「当初の想定より多くの学生が修学支援新制度で対応できたため」など

85法人は、家計急変に係る運営費交付金の残額として整理した積立金の全額を次の中期目標期間（4～9年度）に
繰り越すこととする承認申請を行い、文部科学大臣から承認を受けて、その全額を繰り越し
＝各法人は、承認申請に当たり、次の中期目標期間における家計急変に係る授業料等減免の所要見込額を
算定しておらず、文部科学省においても、所要見込額を勘案していない

85法人における所要見込額を機械的に試算したところ、69法人において、繰り越された上記の磧立金が、
所要見込額の試算額より多額（開差額計16億4058万円）

部

,ザ

検査の

結果 イ

縦

イ 各国立大学法人に対して､ 特定の支出等のために交付された運営費交付金に係る積立金の処分の承認申請に
当たっては、資金を有効に活用するため、次の中期目標期間の所要見込額を適切に算定しなければならない
ことを周知徹底

当局伽

処置

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要PP.223-224を参照 63Copyright､2023Board of Audit of japan iS

16.特定の支出等のために国立大学法人に交付された運営費交付金
による積立金の規模（処置済）

文部科学本省

16億4058万円(指摘金額）

家計急変に係る授業料等滅免のイメージ図

行 「大学等における修学の支援に関する

法律」に基づく授業料等減免
（修学支援新制度による支援）

新型コロナウイルス感染症の影響によって家計が
急変した世帯の学生等に対する大学独自の基準
による授業料等減免
（家計急変に係る運営費交付金による支援）

／

I (注）両制度とも支援対象になる学生は
修学支援新制度による支援を優先
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国土交通省

1238万円(指摘金額）
17.集水桝の設計が適切でなかったもの（不当事項）

ザ 一関市は防災・安全交付金（下水道）により、滋賀県日野町は社会資本整備総合交付金（下水道）により、
霞す

それぞれ雨水を河川へ排水するために、集水桝、ボックスカルバート、側溝等を築造する事業を実施

解 一関市及び日野町は、集水桝等の設計業務を設計コンサルタントに委託

ﾂ’一関市は、無筋コンクリート造の集水桝4基を設置

．「建設省制定土木構造物標準設計1 側こう類・暗きょ類」（（社）全日本建設技術協会）等に
基づき、設置箇所の条件に適合する標準図を選定して設計

〆 日野町は、鉄筋コンクリート造の集水桝5基及び無筋コンクリート造の集水桝3基の集水桝計8基を設置

．「設計便覧（案）」（国土交通省近畿地方整備局編）等に基づき、集水桝の側壁及び底版の部材に

作用する荷重を求めて鉄筋等の応力計算を行って設計

事業の
概要

ザ 一関市の集水桝3基、日野町の集水桝5基は、車両等が通行する路肩等に設置されており、集水桝が
自動車荷重等の影響を受ける状況

①一関市は、誤って自動車荷重の影響を考慮しない場合に適用する標準図を選定して設計を実施

②日野町は、誤って自動車荷重等の影響を考慮しない応力計算を行って設計を実施

一自動車荷重等を考慮して改めて応力計算を行ったところ、集水桝の側壁や底版のコンクリートに

生ずるせん断応力度等が応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった

ザ 日野町の集水桝2基は、側壁及び底版に配置する鉄筋について、設計計算書と異なった配置間隔に
より作成した配筋図により施工

＝鉄筋を1 2.5cm間隔に配置するところを、誤って25cm間隔で配置していたので、25cm間隔で配置された
鉄筋量によって改めて鉄筋の応力計算を行ったところ、集水桝の底版の鉄筋に生ずる引張応力度等が
応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった

検査の

結果

本資料は表現を－部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要p.1 23を参照 65CoPyright@2023 Board of AUdn of japan審ミ

国土交通省

1238万円(指摘金調
17.集水桝の設計が適切でなかったもの（不当事項）

■
集水桝の設計方法事業の概要

垂す

･一関市及び日野町は、雨水を排水するためにそれぞれ集水桝、

ボックスカルバート等を築造

･一関市は集水桝4基を設置 日野町は集水桝8基存詔置

･一関市は「建設省制定土木構造物標準設計1 側こう類・

暗きょ類」（（社）全日本建設技術協会）等に基づき、

設置箇所の条件に適合する標準図を選定して設計

一側壁、底版等の部材の形状、厚さを決定

･日野町は「設計便覧（案）」（国土交通省近畿地方整備局編）

等に基づき、集水桝の側壁及び底版の部材に作用する土圧等の

荷重を求めて、鉄筋等の応力計算により設計

＝側壁及び底版の部材の形状、厚さ、鉄筋量等を決定

、

道路下を横断する

ボックスカルバート

の接続部等に設置

ノ

’
吟I

･集水桝の上部を車両等の通行が想定される状況となっているのに、自動車荷重の影響を

考慮しない場合に適用する標準図を選定するなどして設計

｡改めて自動車荷重等を考慮して応力計算を行ったところ、側壁や底版のコンクリートに
ノ
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生ずるせん断応力度等が応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった ー ー

坤’
･鉄筋を12.5cm間隔で配置するところ、誤って25cm間隔として作成した配筋図により施工

・25cm間隔で配置された鉄筋量によって、改めて鉄筋の応力計算を行ったところ、底版の鉄

に生ずる引張応力度等が応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった
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鏡毒姻結集

自動車荷重等の影響を考慮しないで設計した集水桝 一関市3基、日野町5基

鉄筋の配置間隔を誤って作成した配筋図により施工された集水桝 日野町2基
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不当事項に係る是正措置の検査の結果

■ 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況 ※ 令和5年7月末現在

旱症措置が完了 旱r措置が未済

219件

48億円

4偏件265件

104億円

掲記した

不当事項 恩禺億円

副伽n件

97億円

30件

8億円

330件

106億円 し
令和4年7月末現在
で旱E措置が未済

。

(注）金額は表示単位未満を切り捨てているため、各欄の金額を合計しても左欄とは一致しない。

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和4年度決算検査報告の概要p.271を参照 67Copyright@2023 Board of Audit of japan "
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